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○午前１０時００分開会 

○松永委員長 

 ただいまから、厚生委員会を開会いたします。 

 本日は、お手元に配付しております審査・調査予定表のとおり、議案審査、請願・陳情審査およびそ

の他を予定しております。 

 なお、審査に際し、政策推進担当課長にもご同席いただいておりますので、あらかじめご了承くださ

い。 

 なお、福祉計画課長、高齢者福祉課長については、議案審査のため、冒頭から総務委員会に出席して

おります。また、審査の都合上、審査・調査予定表の順番を一部入れ替えて進めてまいります。 

 最後に、机上に配付しております令和６年陳情第３６号の写しは、議長より参考送付を受けたもので

ございます。後ほどご確認ください。 

 それでは、本日も効率的な委員会運営にご協力をお願いいたします。 

 なお、本日は３名の傍聴申請がございますので、ご案内いたします。 

 あわせまして、本日写真撮影の許可の申請がございましたので、議題に入る前に許可するかしないか

を判断するため、各会派のご意見をお聞きしたいと思います。なお、前例としては、議題に入る前だけ

自席から撮影を許可したということがありました。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いします。 

○石田（秀）副委員長 

 では、前例どおりでお願いします。 

○若林委員 

 前例どおりでお願いします。 

○ひがし委員 

 前例どおりでお願いします。 

○鈴木委員 

 いつでも写真を撮っていただいて結構です。 

○筒井委員 

 前例どおりでお願いします。 

○やなぎさわ委員 

 いつでも構いません。 

○松永委員長 

 それでは、ただいま各会派のご意見を伺いましたが、前例どおりということになりますので、申請を

された方は自席から撮影のほうよろしくお願いいたします。 

〔写真撮影〕 

                                              

２ 請願・陳情審査 

 ⑴ 令和６年陳情第３９号 全庁的に区有地の活用を検討する、障害者施設整備計画を策定し、計 

              画的に整備を進めるよう、区に求める陳情 

○松永委員長 

 それでは、先ほど申し上げましたように、予定表の順番を変更しまして、初めに予定表２の請願・陳
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情審査を行います。 

 初めに、⑵令和６年陳情第３９号、全庁的に区有地の活用を検討する、障害者施設整備計画を策定し、

計画的に整備を進めるよう、区に求める陳情を議題に供します。 

 まず、本陳情は初めての審査でございますので、書記に朗読させます。 

〔書記朗読〕 

○松永委員長 

 朗読が終わりました。 

 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 私からは、全庁的に区有地の活用を検討する、障害者施設整備計画を策定し、計画的に整備を進める

よう、区に求める陳情について、現状をご説明いたします。 

 まず、施設整備の計画についてですが、区では、本年４月に策定した第７期障害福祉計画におきまし

て、今後の施設整備の予定を明らかにしておりまして、開設予定順に、大原児童発達支援センター、小

山七丁目グループホーム、戸越四丁目グループホーム、小山台住宅等障害者施設など、様々な種別の施

設の整備を進めております。また、同計画におきまして、向こう３年間のサービス見込み量と、その確

保の方策についても記載しております。グループホーム等につきましても、条件に合う土地確保等の課

題はございますが、民間事業者の誘致も含めて、サービス量確保に取り組んでいるところでございます。 

 また、品川区公共施設等総合計画におきましても、障害者福祉施設について、現状と課題、施設の在

り方や整備方針等が示されており、施設ごとに建築年や建て替え時期の目安等につきましても、それぞ

れ記載しているところでございます。 

 なお、民有地等の活用につきましては、所有者のご意向等にもよりますが、所管課に情報が入れば対

応いたしますし、企画課などと必要な情報の共有は随時しております。 

 また、障害者施策推進課からも区内施設の整備の現状の報告は随時しておりまして、ニーズの共有等

図っております。区全体の施設等のニーズの中で、既存施設の維持管理、改修等も含めた施設整備につ

いて、全庁的な連携も図りながら、計画的に整備を進めております。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 ご説明ありがとうございました。先ほど障害者計画、この福祉計画のお話あったと思うのですけれど

も、今おっしゃっていた施設整備のことについて、具体的に何ページに書いてあるのか分かれば教えて

いただきたいと思うことが１点と、今のお話だと、この中に具体的な整備の計画が組み込まれています

ということだったと思うのですが、今事例で出ている大田区、世田谷区は、何か抜き出して障害者福祉

施設整備基本計画のようなものを別途つくっているような形で見えるのですけれども、これを品川区が

つくっていない理由というところも分かれば教えてください。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 まず、障害福祉計画の中で今後の施設の整備の予定を表しているというところにつきまして

は、１０７ページのところに、地域で暮らす障害児者の生活を支える施設等の整備ということで、施設

整備の名称や事業内容、開設時期をお示ししているところでございます。 
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 それから他区の状況でございますが、世田谷区の基本計画につきましては、こちらが本区の障害福祉

計画と同様に、サービスの必要量や見込み量を算出しまして、補助制度や人材確保といったソフト面を

含めた支援の進め方を示していたりするもので、本区の障害福祉計画と、施設部分についての同様の中

身となっております。 

 また、大田区のものにつきましても、個別の施設の具体的な設計の整備のスケジュールや、敷地等の

設備面の計画を示しているものでございますので、私どもにつきましても、施設整備の予定されるもの

につきましては、その施設の開設のスケジュール、それから計画等について表しておりますので、それ

もまとめて施設整備計画ということで、個別に表しているものではないというような状況でございます。 

○ひがし委員 

 ありがとうございます。大田区、世田谷区の情報が載っていたので確認をさせていただいたのですけ

れども、結構具体的にいつどうするというようなところが書かれているものが、この施設整備計画なの

かなと他区の情報から思いました。品川区のところの１０７ページを見てみると、施設の名称と業務内

容と、あと書いてあるものは開設の時期（予定）というようなところなので、内容が少し違うところも

あるのかなというような印象を受けていますが、その点、区としてはどのように認識されているので

しょうか。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 今ご指摘いただきました障害福祉計画におきましては、概要という形で、今おっしゃっていただいた

内容に限定して記載しておりますが、個別の施設につきましての具体的な計画等は、個別に、こちらの

計画ではなくお示ししているものがございます。既に事業者の公募等も行っている部分も含めて、それ

から住民説明会等も通じまして、詳細なスケジュールや施設の概要等もお示ししているところではござ

いますので、こちらには載せてございませんが、施設の個別の計画としましては定めているというよう

な状況でございます。 

○ひがし委員 

 ありがとうございます。ということは、ここに書いてあるものはあくまで概要で、ほかに個別具体的

な施設の整備の計画を示すものがあるということだと思うのですけれども、それは一般的に公表されて、

何か基本計画のような感じで出されているものなのでしょうか。もし分かれば、名称も教えていただけ

れば後ほど見てみたいと思うのですが、教えていただけますと助かります。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 今申し上げましたように、個別の、例えば大原児童発達支援センターにおきましては、そちらの整備

の予定ということでお示ししてございますので、そちらについてのまとめた、このような形での施設整

備基本計画という形の名称でお示ししているものではございません。 

〔「発生主義だから、計画とはまた違う」と呼ぶ者あり〕 

○ひがし委員 

 ありがとうございます。今のお話だと、何かこう具体的に決まったら、では工事はこうしますという

ようなところは示されているというような形なのかなと思ったのですが、恐らくこの陳情者が書かれて

いることは、そこの前も踏まえて、いつどのぐらいの時期に工事をするから、ではその前に施設の用地

取得も含めて計画を立ててくださいと出されているような形だと思うので、多分おっしゃってくれてい

るところとは少し違うのかなという印象を受けました。 

 また、大田区や世田谷区のような、この計画を立てるなどとなったときに、多分職員の人員の負担な
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どもかかるのかなと思うのですけれども、現状福祉部、少し人が足りないのではないかというようなこ

とを一般質問等でも言われていましたが、これつくるとなったときにどのぐらい負担がかかるのかとか、

人員を確保できるのかというところ、もし分かれば教えていただければと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 今お示ししている部分につきましては、新規の区の整備案件というようなところでございますので、

先ほど、最初のご説明の際にも申し上げたようなところで、土地確保等の課題もございますので、現時

点で整備予定が決まっているものを明らかにしておりますが、今後についてというところになりますと、

先ほど申し上げました障害福祉計画で、サービス量の確保に向けて民間事業者等の誘致を進めていくと

いうようなところでございますので、ここにこういった施設を建設しますというようなところにつきま

しては、現時点のところでは、新規施設の整備をする予定についてはないというところでございます。

というところでいいますと、決まっているものにつきまして、繰り返しになりますが、計画のほうでお

示ししているというような内容でございます。 

 それから職員体制につきましても、こちらのところ、現時点では決まっている計画、新規の施設の整

備に関しましては、それに対応した職員体制を備えておりますので、その体制のほうで計画的に迅速に

整備を進めているというような状況でございます。 

○松永委員長 

 いいですか。 

○鈴木委員 

 続きなのですけれども、世田谷区の、この障害者施設整備等に係る基本方針というものを見せていた

だきましたけれども、私も常々、どのように区が考えてどのように進めようとしているのかということ

が、なかなか質問しても出てこないというところがあったので、この世田谷区のものを見て、ああなる

ほど、このようにすることが必要なのだなと思った次第なのですが、品川区のところでは、先ほ

ど１０７ページに、今後どのような施設をどう整備していくかということが書かれているということな

のですけれども、これは方向が決まって具体化をするというところでの、地域にも説明会がされていま

すし、いつまでにどうしますよというようなことが出されているということは確かに出ているのです。

だけれども、この見込み量というものを、計画の中に品川区は見込み量というものは出しているのです

けれども、世田谷区との違いは、世田谷区は見込み量を出した上に、区としての所要量というものを出

しているのです。所要量。所要量というものは、見込み量に対して、では区がどれだけいつまでに、整

備をどのような形でしていくのかという計画を出しているということなのです。 

 例えば、私も今回一般質問の中で、グループホームが区としてどれぐらい建設をすることが必要なの

かというようなことで質問したのですけれども、そのときには見込み量しか出てこないのです。見込み

量。見込み量に対して、では現在どれだけ整備されていて、民間のところを除いた形で品川区が、例え

ばグループホームをどれだけ整備しなければならないのか、それをどのような形で整備していくのかと

いうことは全く見えていないのです。品川区。そのようなことなので、もう本当にグループホームの、

何というのですか、要望というものはすごく出されているにもかかわらず、では品川区でその要望にど

う応えていくのかという計画というものが出されていないということなのです。 

 例えば世田谷区では、品川区でもそうなのですけれども、結構民間のところで、精神の、割と軽めの

人が入れるようなグループホームというものはどんどんできているということがあるのです。だけれど

も、中度、重度、それから医療的ケアの必要な、そのような方のグループホームというものは、やはり
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区が関わってつくらなければ、需要に応えることはできないということで、この世田谷区では、例えば

中軽度障害者対象のグループホーム、知的も含めて、そのようなところは２００人分程度を整備してい

きましょう、そして重度障害者対象のグループホームの整備というものは、Ａ、Ｂというように分かれ

ているのですけれども、Ａというものが重度障害で日中支援の必要でない、日中はどこかに通う方のグ

ループホームは幾つつくりましょう、それから日中支援まで含めた形でのグループホームという、その

ようなＢ型のところは幾つつくりましょう、トータルでＡ型が２３０人とＢ型が７０人の、合計３００

人分を１０年の間につくっていきましょう、そしてそのために具体的にこうしますよという、そのよう

な計画まで立てられているということが、世田谷区の基本方針の中身なのです。私はこのような計画を

立てないと、必要な量を需要に見合った形で品川区が責任を持ってそれに応えていくということはでき

ないのではないかと思いますので、品川区としての所要量、施設ごとに出して、そして、それをどのよ

うな形でいつまでにつくっていくのかという計画をつくることが必要なのではないかなと思うのですけ

れども、いかがでしょうか。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 ただいまお話しいただきましたところにつきましては、所要量というところではございますが、品川

区のほうも、こちらも繰り返しになりますけれども、障害福祉計画において見込み量、こちら必要量と

いうようなところになってくるかと思います。また、区内での現在の整備状況、区整備案件以外にも、

民間事業者が整備した施設につきましても、対象の種別や、先ほどおっしゃっていただきました施設の

種別等についても、当然こちらのほうで、整備費用につきましては把握しているところでございます。

そういった部分につきまして、現時点では、区の整備案件というようなところにつきましては、戸越四

丁目以降の部分については、現状お示しできていない部分はございますが、こちらも繰り返しになりま

すけれども、施設を整備できる場所等も含めて確保が必要になりますので、検討してまいるというよう

なところで申し上げました種別と、それから施設の類型、介護支援型や日中サービス支援型、そういっ

たところの必要性も含めて、現状を踏まえて進めているところでございます。 

 それから、グループホームにつきましては、計画で令和３年度から令和８年度に向けて１００名の定

員確保というようなところがございますので、ここにつきましては区の整備案件、それから補助金等を

含めまして、民間事業者の誘致も含めて、現在取り組んでいるところでございます。 

○鈴木委員 

 見込み量というものはどこでも出しているのです。世田谷区でも、もちろん見込み量というものは出

しているのです。それはもう本当に、民間なども自由に建てられる、そのようなことも含めての見込み

量というようなところで出てきていますので、そうではなくて、区として責任を持って、やはりこれは

必要なのではないかということで所要量という形で具体的に示して、それをどう民間の土地の、何とい

うのですか、誘致なども含めて、そのようなことで確保していくかという計画が必要だという、必要で

はないかと。そうでないと、やはり障害者の皆さんの要望に応えることができないと思うので、私はぜ

ひこの世田谷区の基本方針のような形で、区としても、区としてこれをこう整備していくという所要量

を具体的に示して、実現の方向を出していただきたいと思います。 

 あと、大田区のほうは大田区のほうで、区立の障害者福祉施設整備計画というものをつくって、５つ

の施設について、基本計画、基本設計、実施設計、建築工事について、１２年間にわたるスケジュール

というものを明らかにしているのですけれども、品川区としても、先ほどの１０７ページの、もう決

まったことに対してはそのようなものが明らかにされていますが、今回の心身障害者福祉会館について
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というものは、もう本当に長いスパンで見ないとなかなか具体化されていかないと思うので、このよう

な、何というのですか、長いスパンでの大田区のような計画というものはまだまだできない状況なのか、

心身障害者福祉会館についてどのような状況なのか、また、そのようなものができる見通しというもの

がいつ頃つくのか、その点についてもお聞かせいただけたらと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 まず、グループホーム等の整備でございますが、先ほど申し上げたところではございますけれども、

区としましても、現状の整備状況についてはきちんと把握しているところでございますので、現在民間

事業者向けに開設セミナーや、開設を考えている不動産オーナーの方向けの個別相談会等も実施してい

る状況でございます。そういったところでは、現在の状況、それから必要な施設等の部分については、

個別のご相談にはお答えしているところではございます。今後の計画につきましては、そういった部分

については、今後の整備について所要量を出していくところ、引き続き必要かと思いますので、個別計

画として出す形になるかどうかはこの場では申し上げられませんが、きちんと所要量については区とし

て把握をして、今後の整備を進めてまいりたいと思います。 

 それから、既存施設の維持管理、それから改修等も含めまして、大田区のほうでは複数の施設が更新

時期に来ているというところで、計画として出ている状況かと思います。品川区におきましては、先ほ

どの障害福祉計画のページにおきましても、心身障害者福祉会館については改築等を視野に検討を行い

ますということで、本年４月に出させていただいているところでございます。現時点で、このタイミン

グでこのような形で整備が決まりましたというところについては、まだ申し上げられる状況にはござい

ませんが、検討を進めているところでございますので、こうした対応も含めまして、なるべく早くお示

しできるように今後も検討を進めてまいりたいと考えております。 

○鈴木委員 

 グループホームについて言えば、これからの計画というものは２０名ということだけなので、なかな

か民間だけでは進まない知的の方のためのグループホーム、また、重度医療的ケア、このようなところ

は区が方向性を示して建設していかないと、なかなか需要に応えられないと思いますので、そこのとこ

ろはぜひ所要量を明確にして、どのような形でその需要に応えていくのかという計画はぜひ出していた

だきたいということでお願いをしておきたいと思います。 

 それから、心身障害者福祉会館のほうは、何度も何度もここで陳情も出されて議論しているところで

すけれども、前回も、公共施設等総合計画の中では、建て替えのときは６０年というようなことでの全

庁的なルールに基づいて記載しただけで、令和６年度から令和８年度の３年間で検討を進めたいという

ことだったのですが、それの具体的にいつ頃までには示せるようにしたいというようなものというのは

出ないものなのか、ちょっとそこの点を確認させていただきたいと思います。 

 それからあと、陳情の理由のところの２行目に例示されている施設なのですけれども、源氏前図書館

や保育園、それから旗の台シルバーセンター、それから旗の台保育園というものは、品川区の公共施設

総合計画でも２０２４年から２０３３年の建て替えということでなっているのですが、この建て替え計

画というものは具体化されているのか、どこかに具体化されたものがあるのか、その点教えていただけ

たらと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 心身障害者福祉会館の改築等に向けてでございますが、公共施設等総合計画のほうにも、建て替え時

期、一律の目安とは別に、整備方針のところで、代替施設を確保しつつ建て替えについて検討しますと



－7－ 

いうような記載をさせていただいているところで、また、先ほどの繰り返しになりますが、障害福祉計

画の中でも改築の検討を行いますというようなところでございます。この計画、３年の期間をもって計

画として策定させていただいているものになりますので、この期間内には一定の方向性等については出

させていただくように、そのものについては進めてまいる予定でございます。 

○吉岡政策推進担当課長 

 今委員から例示のありました旗の台文化センター等々の施設になりますけれども、こちらも公共施設

等総合計画におきましては、次の２０２４年から２０３３年のところで改築というようなところで記載

されているところでございます。こういった施設におきまして、具体的な計画は立っていないところで

はございますが、こういった公共施設等総合計画で目安として見させていただいております。こういっ

たところがバックキャスティングの考え方で、どう土地を取得して、どう所管と一緒に連携して動いて

いくかというところが、ある種１つの計画になっておりますので、こういったところと所管等も連携し

ながら、企画課が中心になりながら、こういった施設の改築、こういったものを進めていきたいと考え

てございます。 

○鈴木委員 

 年数は２０２４年から１０年間ということなので、計画立ててから結構かかるではないですか。１０

年近くかかるので、いつ頃までにその計画というものは示されるようになるものなのか、ちょっとそれ

は伺いたいと思います。 

 それからもう一つ陳情の中で、旧料亭秀について、地域のにぎわいの維持のために区で土地・建物を

利活用してほしいとの要望が出されて、区として当該物件の検討を開始したということで答弁したとあ

るのですけれども、ここでは障害者施設については検討の余地もなかったのでしょうかということで陳

情の中に述べられているのですが、障害者施設というものは検討はされなかったのか、その点も伺いた

いと思います。 

 それから、陳情の中でも、企画経営部では民間の土地活用の申出があった場合、どのように検討して

いるのかも説明してくださいということで書かれているので、そのご説明もいただけたらと思います。 

○吉岡政策推進担当課長 

 まず事例として、秀というお話をいただきましたけれども、こういった民間のところにつきましても、

ある程度施設の面積や建築の敷地面積、延床面積、あとは耐久の状況、こういったものをお調べして、

いろいろな施設にどう当てはめていくかというところを検討しているところでございます。当該地につ

きましても、なかなか老朽化が進んでいるというところと、このままの中身だとなかなか障害の方がお

使いできるというようなところも非常に難しいのかなという部分もありまして、当然全体的な、いろい

ろな検討をさせていただいたというところでございます。区といたしまして、民有地の検討というとこ

ろになりますけれども、こういったところで、民間の方からこういった施設がある、こういった土地が

あるというところであれば、どういった形で活用してほしいかというお話を聞きながら、庁内で連携を

させていただいて、活用の方法があれば使わせていただくというところになります。当然ながら、こう

いった土地を取得する、建物を取得する、借りるというところになりますと、経費が一定かかってくる

というところもございますので、中長期的な財政バランス、こういったものを意識しながら、しっかり

と庁内全体で検討しているというところが現状でございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。よろしいでしょうか。 
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 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、令和６年陳情第３９号の取扱いについてご意見を伺いたいと思います。継続にする、ある

いは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてご発言く

ださい。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いします。 

○石田（秀）副委員長 

 本日結論を出すで、不採択でお願いをいたします。 

 理由等も述べさせていただきます。先ほど鈴木ひろ子委員からも、軽度のグループホームが、私の換

算で多分２７か２８か、３０か所弱あるのだろうと思っています。そのようなものは、これなぜこのよ

うに増えてしまっているかというと、ジャブジャブ国からお金が出るのです。東京都もそうなのだけれ

ども。そうすると、民間事業者はやろうよといってどんどんやるということ。先ほど鈴木ひろ子委員か

らもあったように、中度・重度、これはやっても、ここが私はポイントだと思っているけれども、採算

が取れない。それで、例えば高齢者のグループホームは、品一、品二は１か所もないけれども、この前

そのような話があって、土地の１００坪に建物を建てるのですが、それはオーナーの方がいて、相談に

乗ってよ、役所の関係でもいいからというのです。大変ご協力をいただいていろいろやったけれども、

結果として１００坪の土地に６割で６０坪しか建たないわけです。そうすると障害者はちょっと、それ

はオーナーが、できたら高齢者でお願いしますという話だから高齢者でいったけれども、そうしたらグ

ループホーム６０坪なのです。大体、ワンユニット。ではそれを削ろうか。だって６０坪取れないか

ら。１００坪なんだから。廊下だとか、エレベーターとか、階段とかあるのだから。では減る分８人に

しよう、７人にしよう、ではもう一つは何かやりましょう。では、小規模多機能にして、それでサテラ

イトにしよう。サテライトだったら人件費が減るから。このような合築にしましょうという形。このよ

うなことをしようというぐらいでないと、それだって採算は図れない。カツカツです、それでも。その

ようなことをやるということは。これでは民間の人から、品一、品二でさえ民間の方が持ってい

る１００坪の土地というものは、それほど簡単に出てきません。マンション業者がバッと買うならそれ

は別だけれども、そうやってオーナーの方がいて相談をしてくださるなどはめったにない。非常にチャ

ンスだと思ったけれども、そういうことで進まない。 

 だからこのようなことをやるということはいいです。それは先ほど鈴木ひろ子委員が言った、やるの

はいいけれども、私はこのようなものは現実的ではないと思っているし、やはりその辺のところはきち

んとしっかり、今度制度的なものを。それは６０坪使って、９人で２ユニットやらないと、高齢者のグ

ループホームは採算取れないから出てきませんなどと口で言われても、簡単に言うけれどもできないで

す。そうすると、もうやろうといったら、これからあと３０年ぐらい、２０３０年ぐらいになれば保育

園の問題などいろいろ出てきたら、公立保育園やめていくと今度はそこの敷地を使えよというような話

になってしまうのです。現実、我々が世間的に話していると。だからこのようなことを判断するかどう

かは別です。役所で判断して、ここをやめるからこのようなことに変えていきますというなら別。今の

段階で私はそうしろと言っているわけではありません。だけれども、民間と協力しろなどいろいろなこ

とを含めて、これはなかなかできない。もう現実やってみると、本当非常にできない。これは我々も非

常に課題だと思っているけれども、できない。だから、役所もやりたいと思ってもなかなかできないか

もしれないけれども、それはでも相当考えていただきたいとは思いますが、現実できない。できないも

のに対して、私はここは不採択。なかなかこのようなものをやっても、本当に架空的なものになってし
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まうので不採択です。 

○若林委員 

 本日結論を出します。 

 今の質疑、ご答弁で、あまり言葉の表面に表れないところも推測しながら、見込み量は当然分かって

いますと。所要量についての今後の考え方もご答弁がされました。要は計画、計画と、区民への、また

議会への、何というのでしょうか、ある意味での見せ方というところもあると思いますので、その計画

や見せ方については、今の考え方を確認させていただきました。それが是か非かというところはまた別

の問題になりますけれども、心身障害者福祉会館も含めて、今後の早急な、前に進める、そのような部

門もできたと思いますので、引き続きご努力いただきたいと思います。ということで、陳情の内容につ

いては不採択で結構です。 

○ひがし委員 

 本日結論を出すでお願いします。 

 品川区として民有地の活用、また連携についても検討しているということでしたが、先ほどご答弁が

あったように、財政的なバランスも考える必要があるということで、まだ課題があるなと感じましたの

で、不採択とさせていただきます。ただ、品川区公共施設等総合計画や障害者計画の中に示されている

施設の整備の概要というのは、もうあくまで目安、まとめられているものになっているので、それだけ

を見ると確かに足りないなと区民の方が感じるのはごもっともではないかなと思います。その点につい

ては、建て替えが決まったものについては個別で計画も立てているというようなお話があったので、そ

のようなものをまとめたり等工夫をしながら、具体性のある計画というところも作成していってもいい

のかなと思います。 

○鈴木委員 

 本日結論を出すで、採択でお願いしたいと思います。 

 もう本当にこのような障害者の施設というものは、民間任せでは障害者の方々の需要に応えることは

できないと思うのです。区として、先ほどのグループホームでもそうなのですけれども、中・重度、そ

れから医療系ケア、知的の方のグループホームというものは、なかなか民間任せではできないと思いま

す。区が責任を持って、所要量、区としてどれだけ必要なのかということを明確に示して、それをどう

実現させていくかという計画というものは本当に大事なことだと思います。そして、そこのところにや

はり責任を持っていくということが行政の役割だと思います。グループホームだけでなく、区としてど

のような施設がどれだけ必要なのかということを明確に出して具体化することが必要だと思いますので、

これは採択ということでお願いします。 

○筒井委員 

 本日結論を出すで、不採択でお願いします。 

 計画については、区としても第７期障害者福祉計画で明示をしている。また、民間の土地活用につい

ても、全体的にいろいろな検討をされているということで、この陳情者の意見とは違うのかなと考えて

おります。一方、ぜひほかの区の動向や、区民の方に安心できる、安心を与えるような、具体的な見せ

方というか、そうした取組、説明をもっとしていただきたいと考えております。 

○やなぎさわ委員 

 本日結論を出すでお願いします。趣旨採択ということでお願いいたします。 

 先ほど石田秀男委員の答弁というか、非常に発言がすばらしいなと思って、非常に私も、もともと介



－10－ 

護サービスをやっていた人間として、非常に共感するものがありました。最終的に石田秀男委員として

は、民間での協力はなかなか難しいという結論で不採択になっていたと思うのですけれども、やはり難

しい中でもこれは私は前に進めていただきたいなというような願いがあります。 

 それで、具体的な計画を立てるとか、所要量を世田谷区のように提示するとか、そういったところで

品川区は他区に少し後れを取っている部分があるのかなと感じます。この陳情を読んでいても、やはり

品川区は介護の面で具体的にこのように進めていくのだというものが見えづらくて、不安になられてい

る方がこのような陳情につながっているのではないかと思いますので、私としては前に進めていってい

ただきたいという意味で、趣旨採択とさせていただきます。 

○松永委員長 

 それでは、本件につきましては、本日結論を出すことに決定をいたしました。 

 先ほどそれぞれご意見を伺ったのですが、採決は一度しか諮ることはできませんということで、採択、

または趣旨採択で意見が分かれた場合、どちらか一致させることになりますので。 

○鈴木委員 

 趣旨採択で結構です。 

○松永委員長 

 それでは、令和６年陳情第３９号、全庁的に区有地の活用を検討する、障害者施設整備計画を策定し、

計画的に整備を進めるよう、区に求める陳情についてお諮りいたします。 

 本件を趣旨採択とすることに、大変失礼しました。賛成の方は挙手を願います。 

〔「趣旨採択とすることに賛成」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 そうです。趣旨採択とすることに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○松永委員長 

 賛成者少数でございます。 

 よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 以上で、本件を終了いたします。 

 政策推進担当課長はここでご退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。 

                                              

１ 議案審査 

 ⑴ 第７７号議案 品川区国民健康保健条例の一部を改正する条例 

○松永委員長 

 請願・陳情審査は一旦これまでといたしまして、次に予定表１、議案審査を行います。 

 ⑴第７７号議案、品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○池田国保医療年金課長 

 では、私からは、第７７号議案、品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について説明させて

いただきます。こちらの資料でございますけれども、品川区国民健康保険事業の運営に関する協議会で

の使用したものとなってございます。 

 今回の改正は、令和５年６月に公布されました、行政手続における特定の個人を識別するための番号
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の利用等に関する法律等の一部を改正する法律におきまして、国民健康保険が改正されまして、マイナ

ンバーカードと被保険者証の一体化に伴い被保険者証が廃止されたこと、ここから特別療養費の仕組み

について規定が整備されたこと、また、国からの通知、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における

急患等の被保険者に係る一部負担金及び保険料の徴収猶予の取扱いについてにより、品川区国民健康保

険条例の一部を改正するものでございます。 

 資料の１ページのほうご覧ください。表の一番左側が、項目として条例を改正する理由、それから２

番目の部分が条例の該当する条文、以下、改正内容というような形になっております。表の項目の国民

健康保険法の改正に伴う改正というところでございますけれども、これは第６条と第９条の２から６の

改正につきましては、特別療養費の仕組みが整備されたこととともに、国民健康保険法第５４条の３の

条文に項ずれが生じたことによって、引用している条文の規定整備を行うものでございます。 

 第２５条と第２７条は、国民健康保険法第９条の届出等の規定のうち、被保険者証に関わる規定の削

除および被保険者資格に関わる規定の整備がされたことに伴いまして、第２５条は被保険者証の交付に

関する特例について定めた条文の削除による削除でございます。第２７条は、国民健康保険法から引用

している条文の規定整備によるものでございます。 

 なお、表の中央の列にあります改正後をご覧いただくと、第５４条の３第４項が追加されていること

がお分かりになると思います。第５４条の３第４項につきましては、保険料滞納世帯に対する療養費等

の支給に関して規定する特別療養費について整備されたものでございます。別紙２として、抜粋をおつ

けしていますので、後ほどご覧ください。 

 ２ページのほうに戻ります。２段目の急患等の被保険者に係る保険料の徴収猶予の改正ということで

ございます。こちらは今年７月に国より発出されました通知に伴いまして、規定を整備するものでござ

います。急患等で医療機関を受診した被保険者に対しまして、職権で生活保護開始を決定した後に資力

があることが判明しまして、遡って生活保護が廃止された場合に、その間の医療費の全額返還請求する

事案が生じていることを踏まえまして、急患等で医療機関を受診した被保険者に関わる一部負担金およ

び保険料について、最長で１年間の保険料の徴収猶予をできるように規定を定めるものでございます。

こちらの条例の施行期日でございますけれども、令和６年１２月２日、別紙として、条例の新旧対照表

をおつけしておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

 私からの説明は以上でございます。審議についてよろしくお願いいたします。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。よろしいでしょうか。 

○鈴木委員 

 今回の条例の改正というものは、国の国保法が変わったことでの条文の改正ということなのですけれ

ども、このマイナ保険証というものが本当に大問題と思うのですが、つい最近でも、昨年ここに請願を

出された保団連の先生方が、本当にこう、もうマイナ保険証で今までの保険証をなくすということはや

めてくれということで、もう本当に国会前で抗議の行動をしたり、それから記者会見を何度も開いたり、

裁判にもなっていると思うのですけれども、それだけ大問題なマイナ保険証ということだと思うのです。

そこのところは、改めて今後どのようになっていくのかということも含めて伺いたいと思うのですけれ

ども、今課長の、本当に説明が簡単で、品川区の状況、もう本当に条文が変わりますよというだけなの

ですが、区民の中では、マイナ保険証になっていく１２月２日から新たな保険証は発行しないというよ
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うなことで、すごく今でも大きな混乱も起こっていますし、医療の現場ではすごい問題になっています

ので、ちょっとその辺のところはここの中でも改めて確認しておくことが必要なのではないかなと思う

のです。 

 それで今、先ほど課長からは説明ありませんでしたけれども、７ページのところを見ると、品川区で

の国民健康保険でマイナ保険証に登録した方は４８.１４％で、マイナ保険証の利用率というもの

は、４月の段階で９.１０％ということなのですが、これは特別区全体よりはマイナ保険証の利用率は

若干高いのですけれども、今これはどのような状況になっているのか、新たな数字があったら教えてい

ただきたいと思います。 

○池田国保医療年金課長 

 マイナ保険証の利用率については、こちら７ページの資料が国民健康保険のほうでは最新のものと

なっているところでございます。 

○鈴木委員 

 ５割近い方が登録をしているにもかかわらず、実際はマイナ保険証を使われている方というものは１

割にも満たないということは、保団連の先生方がおっしゃっているところでも、１回使ったけれども不

便なので、もう２度目は使わないというような状況というところなのです。そのように言われていまし

た。実際それで私も診療所に聞いても、何かトラブルは起こっていますかと聞いても、ほとんどマイナ

保険証は使われていないので、トラブルというトラブルは起こっていませんというようなことで言われ

るのですけれども、これが今度マイナ保険証で今までの保険証が発行されないということになると、も

う本当に医療機関では大問題で、大混乱になってくるのではないかというようなことが予想されるわけ

です。その辺のところは、区としては、ちょっと今後に起こる問題、課題に対して、どのようなことが

懸念されて、どのような対応が必要なのか、その辺はどう考えられているのかもひとつ伺いたいと思い

ます。 

 それから、１２月２日からは新しい保険証が発行されませんというようなことだけがすごく言われて

いるので、マイナ保険証を持っていない人は、マイナンバーカードを作っていなくてマイナ保険証に登

録していない人も含めてですけれども、資格確認書が送られてくるので心配ないですということは周知

されていないと思うのです。これは周知することが必要なのではないかなと思うのですけれども、その

点についても伺います。 

○池田国保医療年金課長 

 まずトラブルについてでございますけれども、現在のところ、私どもに大きなトラブルについての苦

情については来ておりませんので、ちょっとその辺は把握していないところでございます。 

 これからの部分につきましては、保険証自体が１２月２日から廃止ということになりまして、これに

ついては、私どものほうでも今後のＰＲとしましては、１１月には保険料の納付書を送るようなことも

ございますし、また、いろいろな通知ということで、広報等を１２月から、保険証が廃止になるという

ことでのＰＲのほうはさせていただく予定になっております。 

 それから、資格確認書についてでございますけれども、こちらは保険証が１２月２日に廃止になると

いうことでＰＲさせていただくところでございますが、保険証そのものは、国民健康保険証の場合には、

来年９月３０日の有効期限までは使えますので、何の心配もなくお使いいただければと思っているとこ

ろでございます。また、後期高齢者医療制度につきましては、来年の７月３１日までの有効期限での保

険証を今年発行させていただいておるところでございます。 



－13－ 

 ということで、保険証がなくなるということでのＰＲについては、１１月以降順次させていただく予

定になっているところでございます。 

○鈴木委員 

 そうすると、では今の使っている保険証は、その期限が切れるまで、国保であれば９月３０日まで使

えます、それからその後も、マイナ保険証に登録していなくても安心してください、資格確認書が自動

で送られますという広報というものはされるのでしょうか。そのことが１点です。 

 それと、結構マイナ保険証を使ったけれども、登録したけれども、すごく面倒でもう使いたくないと

いう人が多いということが、この１割以下の利用率になっていると思うのです。そのような方というも

のは、マイナ保険証の登録取消しというものが１０月からできますよね。１０月から、マイナ保険証に

登録してしまった方も取消しができるのですという、そのような周知というものも必要ではないかと思

うのですけれども、その周知もどのように考えられているのか、その２点の周知について伺います。 

○池田国保医療年金課長 

 資格確認書の発行について周知するかというところについては、特に考えておりません。基本的には

マイナ保険証が今後の基本の、医療機関にかかる、受診する際に使うものでございまして、特例なもの

として資格確認書が発行されるということでございますので、特段資格確認書を発行しますというとこ

ろはＰＲする予定はございません。ただし、資格確認書につきましては、従来の保険証と同様に、保険

証の有効期限が切れる際には、マイナ保険証のほうをお持ちでない方には自動的に郵送はさせていただ

くことにはなります。 

 また、マイナ保険証の使用率が１０％以下というところでございますけれども、それについても、こ

れは私どものことではなく、国のやることでございますので、その辺は国のやることで注目をしていき

たいと考えています。 

○鈴木委員 

 国保は品川区がやっているわけですから、そのような点では、何というのですか、この制度が分から

なくて皆さん不安に思っているわけです。これだけ大きな変更なわけなのにもかかわらず、そのような

ことなので、もう本当にその不安の、国民皆保険制度は守りますというような点からも、９月３０日ま

では使えます、それから、資格確認書は自動的に送られてきます、それで今までと同じようにかかれま

す、それからマイナ保険証を登録してしまった方も、登録して、だけれども使いたくない人は取消しが

できますということは、ぜひ区としても周知をしていただきたい。これ周知してはいけないということ

が国から来ているということはあるのですか。これは区民の安心のためにもぜひしていただきたいと思

うのですけれども、その点伺いたいと思います。 

 それからもう一つなのですけれども、マイナ保険証に登録された方に対しては、資格情報のお知らせ

というものが行くと思うのですが、それはマイナ保険証に登録をしてマイナ保険証を使ったときに、今

までもトラブルがあってマイナ保険証で、何というのですか、これがスムーズにいかないために、保険

証で確認をしていたというところが現場ではすごく多いわけです。その保険証がなくなるので、その代

わりに、そのようなトラブルがあったときには資格情報のお知らせで、保険証の代わりに確認をするこ

とができますというもので、資格情報のお知らせが皆さんのところに届くというようなことになるとい

うことなのですけれども、例えば資格情報のお知らせ、マイナ保険証、マイナンバーカードは持ち歩き

たくないと。それで、でも資格情報のお知らせというものは常にお財布などに入れていて、マイナ保険

証を忘れてしまって資格情報のお知らせだけで受診するということはできるのでしょうか。ちょっとそ
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このところは伺いたいと思います。 

○池田国保医療年金課長 

 まず登録のほうで、マイナカードのほうの登録をしていない方への周知などというところについては、

これ国のほうでやることでございますので、国保としてどうなのかというところでは、前の保険証がま

ず１２月２日から発行ができないということでの周知をということにさせていただく予定になっており

ます。 

 それから、マイナ保険証をお持ちの方で資格情報を持っている、送られてくるわけですけれども、資

格情報だけで医療機関のほうにかかることができるかというご質問でございますが、こちらのほうは、

資格情報のお知らせというものはあくまでも補完するものでございますので、医療機関に受診をされる

際にはマイナ保険証で受診をしていただくということになります。片方だけでの受診はできませんとい

うことでご理解いただければと思います。 

○鈴木委員 

 医療現場のトラブルはもう未解決ということで、保団連、全国保険医団体連合会の先生方が記者会見

を開いて、かなりこの全国保険医団体連合会で各医療機関にアンケートを取って、１万件の医療機関に

回答がされて、７割の医療機関で今でもトラブルが起きている。これはもう、国のほうとしては対応を

取ったのでトラブルはなくなりますというように言ってきた、その５月以降に。だから、国が対策を

取ってトラブルがなくなりますと言った５月以降にも、７割の医療機関で今でもトラブルが起きていて、

それは５月以前と比べては、さらにそのトラブルが１０％増えて、７割の医療機関でトラブルが起こっ

ているというようなことで、使う人も増えたわけなのですけれども、使う人が増えた量だけでなく、割

合も増えているという。対策を取ってもトラブルはなくならないというようなことが、この全国保険医

団体連合会のドクターたちの調査で明らかになっているわけなのです。そのようなことは、私は国保の

保険を、国民健康保険の所管するところでも、そのようなトラブルの中身などというものはしっかりと

把握しておくことが必要だと思うのですけれども、課長はこのような全国保険医団体連合会の先生方か

らの記者会見の中身や、そのトラブルの事例というものも、すごいトラブルの事例、ちょっともう本当

に印刷し切れないぐらいたくさんの事例がいっぱい、具体的なところで書かれているのですが、このよ

うなものはご覧になられていますでしょうか。私はこれをご覧になっていただいて、このようなことが

実際にこれからもっともっと増えていくのだなというところを、何というのか、踏まえた上で、様々な

対応というものが必要なのではないかと思うのですけれども、その点も伺えたらと思います。 

○池田国保医療年金課長 

 様々なトラブルがあるというところで、委員のお話しされたような部分というものは私も実際見てい

る、よく読んではおりませんけれども、ただ、国からそういった事故のものが多少あるということは聞

いているところでございます。実際の部分については、国のほうでマイナカードの推進ということをさ

れているところでございまして、こちらのほうは国のやっているところについて見守っていくというと

ころ、注視するというところでいきたいと考えているところでございます。 

○松永委員長 

 鈴木委員、そろそろまとめてください。 

○鈴木委員 

 本当にこのトラブルの事例を見ても、もう資格が無効だったり、それから何か月間も資格の変更が反

映されなかったり、負担割合の違い等で返戻があったり、電子証明書の期限切れ、それから顔認証がで
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きない、暗証番号忘れ、ロックされた患者との間でトラブルが起こる、操作に時間がかかる、受付混雑、

待ち時間が増える、機械の不具合が頻発、もう本当に患者との信頼関係にも影響が出るような、そのよ

うなトラブルが本当に多発しているということが、これだけの利用率でしかないにもかかわらず、これ

だけ頻発しているという、そのような状況なのです。マイナ保険証というものは、これだけ皆さんから

求められていないということなのです、結局。便利だったらば、どんどん広がっていくと思うのです。

私たちもガラケーからスマホに変わっていますけれども、そのような感じで便利だったらどんどん変

わっていくものが、マイナ保険証は全然便利ではないので、そして医療機関側にもメリットがない。患

者側にもメリットがない。これを本当に政府の思惑で、ビッグデータをもう利活用していくという、そ

のようなところの思惑でこのように強行するというやり方のために、このような状況が起こっているわ

けです。これから実際に、様々なトラブルが起こってくると思います。そのようなところをどれだけ抑

えていくかというようなことから考えたら、今でも資格確認書、または資格情報のお知らせというよう

なところで、保険証の代わりになるものが送らざるを得ないという状況になったわけですから、これは

保険証と変わりないわけです。だから、マイナ保険証を使いたい人は使う、それから、今までの保険証

はそのまま使いたいという人も保証するという形で、保険証は残すべきだというように、改めて主張し

ておきたいと思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 頂いた資料の３ページ、マイナンバーカードと被保険者証の一体化に伴う区の対応というところで、

令和７年９月３０日に資格情報のお知らせ、または未保有者には資格確認書を交付というようになって

いると思います。何か新しくまた配るということで費用等もかさんでしまうのではないかなと思ってい

るので、１点確認させてください。 

 想定として、これは法定受託事務ということで、国が最終的には負担すると思うのですけれども、そ

の認識でいいのかというところと、あと品川区ではどのぐらいの人員が必要で、交付作業、予算などは

どのぐらいになるのかなというところを、想定で分かっている範囲でいいので教えていただければと思

います。 

○池田国保医療年金課長 

 こちらのほうは、保険証の更新事業というものはこれまでも２年に一度やっていたところでございま

して、来年の９月３０日が、ちょうど保険証が切れる、有効期間が切れるときでございますので、保険

証の更新事務ということで行うところでございます。ですから、これに伴う事務量ということについて

は、これまでも２年に１回保険証の更新をしておりますので、それと変わらないというところでござい

ます。また、予算的なものでございますけれども、こちらについても２年に一度、保険証をこれまでも

簡易書留で各家庭に送らせていただいているところでございますので、保険証につきましては各家庭に

送っているところでございますし、資格情報と資格確認書というものは、資格情報のお知らせはマイナ

カードをお持ちの方、資格確認者はマイナカードを持っていない方ということで、合わせると、これま

での国保加入世帯のところで送るところでございますので、予算的にはそれほど変わらない。逆に、こ

れまでは保険証そのものが身分証というような形で使っている部分がございまして、簡易書留郵便で送

らせていただいていたところでございます。今度はそういった位置づけではなくなりますので、郵送代

が若干安くなるというような形になっているところでございます。 
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 事務的には国保の事務ということで、これまでどおりの国から指定された料金ということになってい

るところでございます。 

○ひがし委員 

 ありがとうございます。具体的な数字は出てこなかったですけれども、基本的には２年に一度もとも

と配っているから、そこから業務としては変わっていないというところで把握をいたしました。ありが

とうございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○やなぎさわ委員 

 先ほど鈴木委員との質疑で少し気になったことがあったのですけれども、先ほど鈴木委員もおっしゃ

られたように、やはり保団連の調査でも５月以降の調査、去年マイナ総点検などと、そのようなものも

ありましたが、それを経ての５月以降の調査でも、７割の医療機関でトラブルが起きているということ

で、当然今後利用率が上がれば、さらにトラブルが発生する可能性が高いということが分かるのですけ

れども、そこでマイナンバーカード自体は任意であると承知しております。その上で、マイナンバー

カードがあった上でのマイナ保険証というわけです。ですから、マイナ保険証が今後切り替わるという

ことで、今後資格確認書を使うということは例外、特例であるというようにおっしゃられて、資格確認

書が使えますと、そういったような周知は特に考えていないということだったのですけれども、私は特

例ではないと考えているのですが、もう一度その辺詳しくご答弁いただけないでしょうか。 

○池田国保医療年金課長 

 保険証というものが１２月２日から廃止ということになりましたので、それはなぜかといいますと、

マイナカードのところで医療機関に係る部分を認証させるということになってきておりますので、これ

の中で、特例的にマイナカードに医療機関の部分、受診する部分を登録されていない方につきましては、

資格確認書というものを送付するということが後ほど決まったわけでございます。これは特例というこ

とで国のほうでは言っているところでございますので、先ほど特例というような表現をさせていただい

たところでございます。実際に使用する際には、現在お使いになっている保険証と、それから資格確認

書というものが同じような使い方を１２月以降するかとは思いますけれども、あくまでもマイナカード

のところで保険証を、要するに医療機関にかかる部分をつけるというところが原則というような形に

なっているかと思って、このような発言をさせていただきました。 

○やなぎさわ委員 

 そうですね。繰り返しになってしまうのですけれども、やはりマイナンバーカード自体がまず任意で

あるというような前提に立っていると私は考えておりますし、当然これ、国の決めていく制度に沿って

の改正ということもあるので、当然勝手に品川区がどうとかするということはできないということは承

知しているのですが、こういった制度の上でできることというと、やはり適切な情報を区民に周知する

ということが一番大事なことだと思うので、特に、やはり特例だというような考えだとなかなかそのよ

うに周知の広報というものは進まないと思うので、１２月２日以降も保険証は使えるということや、資

格確認書の情報というか、その機能について、要は今までの保険証と同じような機能を果たしているの

ですというようなことをぜひ積極的に広報してほしいと強く願っておるのですけれども、その点につい

てはいかがでしょうか。 

○池田国保医療年金課長 
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 私どもとしては、１２月２日以降保険証は廃止になったということで周知をさせていただきまして、

廃止以降の部分についての異動等があった場合には、資格確認書、もしくは資格情報のお知らせを発行

させていただくというようなことでは周知という形になるかと思います。 

○やなぎさわ委員 

 形式的なものではなくて、やはりしっかりと分かりやすく周知をしていただきたい。私が高齢者の方

とお話ししていると、やはりもう１２月２日以降は保険証が使えなくなるのだ、紙の保険証が使えなく

なるのだというように勘違いされている方も結構いらっしゃいますので、その点は強く要望したいと思

います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 採決に入ります前に、本件につきまして各会派の態度を確認いたします。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお聞きします。 

○石田（秀）副委員長 

 賛成です。 

○若林委員 

 賛成です。 

○ひがし委員 

 賛成です。 

○鈴木委員 

 反対です。 

 先ほども申し上げましたけれども、本当にマイナ保険証、大問題だと思っています。登録した人は５

割にも満たない、それで、さらに利用者はその５分の１、１割にも満たないという、そのような状況で

あるにもかかわらず強行すると。医療現場からは、本当に全国保険医団体連合会の先生方からも、今こ

そ保険証廃止はやめてと。存続させるべきだと繰り返し繰り返し記者会見もされ、それから国会前の抗

議行動もされ、もう本当に声を上げ続けています。裁判にも訴えています。マイナンバーカードと保険

証をひもづけている国は、Ｇ７でもどこでもありません。国の法律の変更を区の条例に反映させるとい

うものではありますけれども、大本のマイナ保険証に現場の医療機関も多くの国民も反対しているのに

強行するということは、大問題だと言わざるを得ません。よって、この条例改正にも反対と意見は表明

したいと思います。 

○筒井委員 

 賛成です。 

○やなぎさわ委員 

 反対です。 

 様々ありましたけれども、やはり紙の健康保険証も残しつつ、どちらも使えるというような、選べる

という、国民が選べるという選択肢を設けるべきだと思いますので、反対させていただきます。 

○松永委員長 
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 それでは、これより第７７号議案、品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして採決

いたします。 

 本案は挙手により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○松永委員長 

 賛成者多数でございます。 

 よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 

                                              

 ⑵第８４号議案 指定管理者の指定について 

○松永委員長 

 次に、第８４号議案、指定管理者の指定について議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 それでは、私から、議案第８４号の指定管理者の指定についてご説明いたします。資料をご覧くださ

い。 

 １、管理を行わせる施設は品川区立大原児童発達支援センター、所在地は記載のとおりです。 

 ２、指定管理者候補者は、株式会社学研ココファン・ナーサリーです。代表者および所在地は記載の

とおりです。 

 ３、指定期間は令和７年９月１日から令和１２年３月３１日までを予定しております。 

 ４、指定管理者候補者の選定については、公募型プロポーザル方式にて選定いたしました。今回の公

募におきましては、５事業者から応募がありましたが、１事業者が欠格事由に該当、１事業者が辞退し

たことで、選定予備委員会および選定委員会での３事業者を審査の結果、当社を指定管理者の候補者と

いたしました。 

 本施設は、大原児童発達支援センター、大原児童センターを一体的に運営するということで、両セン

ターの指定管理者の選定委員会ということで総合的に審議をしております。選定理由としましては、指

定管理者候補者は、両センターにおける企画提案内容が充実しており、子どもに関連する施設の運営実

績が豊富なことなどからも企画提案内容の実現性が高く、安定的な運営が期待できること、１法人であ

るメリットを活かし、同センターを一体的に効率よく運営することが期待できること、事業内容や管理

運営経費について、柔軟に対応する姿勢が見られたこと、事業者経営分析等の結果を踏まえまして、業

務遂行の基本能力となる経営基盤を有していることなどを評価いたしました。 

 ５、指定管理者候補者の選定までの経緯につきましては、別紙報告書に記載のとおりですが、概要を

お伝えしますと、公募開始日は令和６年５月２８日、公募説明会を６月１１日に実施、選定予備委員会

を８月２日、選定委員会は８月９日に実施いたしました。 

 まず、選定予備委員会では、３事業者から提出された申請書類および計画書類につきまして、提案内

容、財務分析の評価などの下に、総合的な審査を行いました。選定予備委員会での審査の内容につきま

しては、報告書の３ページから５ページに記載がございます。 

 次に、選定委員会では、選定予備委員会での審査結果を基に、各事業者のプレゼンテーションおよび

ヒアリングにより、指定管理者候補者を選定いたしました。選定委員会の審査の内容につきましては、
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報告書の５ページから７ページに記載がございます。 

 以上、選考基準に基づきまして審議を行いました結果、当該施設の指定管理者として適格であると判

断しまして、株式会社学研ココファン・ナーサリーを指定管理者候補者として選定いたしました。 

 ６、今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 

 最後に補足としまして、株式会社学研ココファン・ナーサリーの概要でございます。当社は、保育所、

学童保育などの子育て支援を事業内容としまして、区内では児童発達支援の事業所を３か所、そのほか、

認可保育園やすまいるスクールの運営も手がけております。平成２０年に設立された同社は、品川区に

本部を置きまして、総従業員数１,５００名弱となっておりまして、首都圏を中心に８０を超える子育

て支援の事業所を運営しております。また、当社が属するグループ会社は１９４６年に創業し、教育と

医療福祉を２本柱として、２万人を超える従業員を擁し、幅広い事業展開を行い、児童発達支援、学童

事業とも連携されております。当初のこれまで培った運営ノウハウを両センターの事業運営に活かして

いただけることを期待しております。 

 私からの説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等ございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 一点だけ、インクルーシブひろばベル、私も視察させていただいたのですけれども、多分今回事業者、

新しいところに変わることになると思うのですが、ここで勤務されていた方々、スタッフなどは総入替

えで替わってしまうのか、引継ぎ等どのようにされるのかなというところが分かれば１点お尋ねしたい

ということと、あとはインクルーシブひろばベルでは、医療的ケア児等コーディネーターの資格を持っ

ている方も配置されていたと思うのですけれども、今回新しくなったときにそのようなスタッフがいる

のかというところ、この２点教えていただければと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 インクルーシブひろばベルの引継ぎ等についてのお尋ねでございます。まず、事業内容として、事業

者そのものが変わるというところにはなりますが、事業内容につきましては、現在行っているものにつ

きましては基本的に継承する形、それから、今回指定管理者の候補者としております事業者の提案とし

てプラスされているものを実施するというような提案をいただいております。人員につきましては、こ

れからの打合せ等で決まっていく形になりますので、全員残るなど、そういった体制についてはこれか

ら調整していくところになってまいります。 

 それから、人員配置のところでは、今回選定しました事業者からも、医療的ケア児等コーディネー

ターの配置を職員配置の提案の中でいただいておりますので、その体制は引き続き維持される予定でご

ざいます。 

○ひがし委員 

 ありがとうございます。ぜひ、今やっている事業もすばらしいなと思っていたので、さらにいいもの

にしていただけたらなと思っているので、よろしくお願いいたします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○やなぎさわ委員 
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 今回指定された学研ココファン・ナーサリーですけれども、放課後デイや保育所訪問、障害者の相談

支援事業などの運営となっていますが、この学研というものは、これは全て実績というのですか、放課

後デイサービス、保育所等訪問支援、そして障害児相談支援事業、特定相談支援事業、医療的ケア児地

域生活支援促進事業、児童館の運営というものは、まず全て実績があるという感じなのでしょうか。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 今回の選定に関しましては、公募の要項のところで応募資格を設定しておりまして、こちらに関しま

しては、その部分に関しましては、児童発達支援事業所の実績を有する法人ということで、児童発達支

援センターになってしまいますと、今おっしゃっていただいたような負担する業務がかなり大きくなっ

てしまいますので、幅広く応募していただける部分も含めまして、そういった点といいますか、実績と

しましては、児童発達支援の運営について実績を有する法人ということでいただいているところでござ

います。 

○やなぎさわ委員 

 では、医療的ケア児支援の実績というものはいかがでしょうか。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 今いただいた医療的ケア児コーディネーターの部分につきましては、こちらの事業を行っていただく

部分について、インクルーシブひろばベルの実施を継続のところで公募をしておりますので、そこの部

分に対して、先ほど申し上げた形で、医療的ケア児コーディネーターの配置について提案をいただいて

いるところになります。 

○やなぎさわ委員 

 医療的ケア児支援の実績はあるのかという質問でした。学研ココファン・ナーサリー。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 医療的ケア児の支援の実績に関しては、こちらのほうでは確認はしておりません。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等ございましたら、ご発言願います。 

○鈴木委員 

 今回３ページのところで、５事業者から応募があって、１事業者が欠格事由で該当、失格で、別事業

者は応募を辞退したということなのですけれども、今回は５事業者の応募があるまで、何事業者にどの

ような形で働きかけたのかを伺います。 

 それから、１事業者の辞退の理由も、どのような理由なのかも伺いたいと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 まず、今回の公募の周知でございますが、約４５０の事業者にファクスで、公募を行う旨についてお

知らせをしているところがございました。 

 それから、応募の辞退につきましては、こちらで伺った部分につきましては、応募はしたけれども、

区が実施する事業の内容について最終的に実施できる状況にないと、事業者のほうで判断されたという

ように伺っております。 

○鈴木委員 

 あと先ほどのやなぎさわ委員の続きなのですけれども、医療的ケア児支援の実績は確認できていない

ということなのですが、障害児施設の指定管理の実績というものはあるのか、そのことも教えていただ

きたいと思います。それから、今回は放課後等デイサービス、それから児童発達支援、それから保育所
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等訪問支援、障害児の相談支援事業、特定相談支援事業、それから医療的ケア児の生活支援促進事業、

児童館の運営というようなことになると思うのですけれども、その児童発達支援が３か所区内でやって

いるということは分かったのですが、それ以外の実績というものはあるのか、あと指定管理者で障害児

の施設の実績というものがあるのか、その点についても伺います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 まず、事業者の指定管理の状況でございますが、指定管理でもって事業を運営されているというとこ

ろは、こちらとしては伺っていない状況でございます。 

 それから、児童発達支援の部分に付きましての運営実績というところで、現在のところこちらで承っ

ている状況については、繰り返しになりますが、児童発達支援の事業所の運営ということで、こちらの

ほうで確認しているところでございます。 

○鈴木委員 

 では、様々な事業を今回は中身としてあるわけですけれども、その中でも事業内容としては、児童発

達支援だけが実績としてはあるという状況だし、障害児の施設の指定管理の実績もないという状況だと

いうことが確認されました。 

 それからあと、学研ココファン・ナーサリーは保育園を幾つも運営されていると思うのですけれども、

その運営されている保育園で、インクルーシブの視点で医療的ケア児を受け入れているということは実

績としてあるのか、そのところも伺いたいと思います。 

 それから、今回インクルーシブひろばベルも、この指定管理の業務の１つとしてあると思うのですけ

れども、現在フローレンスがインクルーシブひろばベルを運営されていますが、そのスタッフというも

のは引き継がれていくのか、それとも学研ココファン・ナーサリーで新規に常勤の看護師を雇うのか、

その辺のところも、どのような考え方なのかも伺いたいと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 保育園等での医療的ケア児の受入れ状況に関しましては、今回応募要件等には関わっておらず、提案、

審査等の部分につきましても、こちらでちょっと確認はしていないところになります。 

 それから、ベルの人員体制でありますが、先ほどのご質問でもありましたとおり、今後の職員体制等

につきましては、事業者と調整の上進めてまいりますので、現時点で職員がそのまま引き継がれるか等

につきましては、確定しているものではございません。基本的に今回選定した事業者につきましては、

人員の確保等を自前で、内部の養成も含めて行っていく用意はしているというところではおりますので、

その辺りを含めて、繰り返しになりますが、今後事業者と調整していく状況でございます。 

○鈴木委員 

 あと、ホームページのほうに公募要領も出ていましたし、それから、提案要求事項についてというも

のも出ていましたので見せていただいたのですけれども、この中で、両センターにおいて実施する事業

の提案、自主事業の提案がある場合はその内容も含め提案してくださいということで書かれているので

すが、これは実際どのような提案があったのかも伺いたいと思います。 

 それから職員配置なのですけれども、職種別配置人数というものも提案してくださいというようなこ

とで、申請書の中に、提案書類の中に書かれているのですけれども、具体的にその職種別配置人数とい

うものはどれくらい、どのような職種の方が、また資格の方が、どれぐらいの配置ということになって

いくのかも伺えたらと思います。 

 それから、人材確保、人材育成、職場定着支援というものもあるのですけれども、離職率というもの
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は学研ココファン・ナーサリーの場合どれぐらいなのか、それも教えてください。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 まず、事業の提案でございますが、様々、相談事業等につきまして様々な提案をいただいたところで

ございます。オンラインでの、これはこの選定した事業者ということではなく、各事業者から提案が

あったものについて、オンラインでの相談等であったり、それからご家族の支援ということで、兄弟支

援や保護者会等の提案、そういったものをいただいているものがございます。 

 それから、職員の配置の提案ですけれども、こちらは選定した学研ココファン・ナーサリーにおきま

しては、大きなところでは両センター共通の施設の統括責任者等を置いているような状況、それから児

童発達支援センター、児童センターにおいて、それぞれ人員を配置するというようなところで承ってお

ります。こちらの事業者は、児童発達支援と放課後等デイサービス合わせて、定員２０名程度の事業内

容の提案というところで、それに合わせた人員配置ということでいただいております。管理者や児童発

達支援管理責任者など、そういったものを１名ずつというような形で、制度的に必要な体制については、

もちろん整えているところでございます。そのほか、児童発達支援センターに関しまして、保育士が、

非常勤も含めまして、常勤換算で３.８名、それから児童指導員につきまして３.６名、それから理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、それから看護師、栄養士、そういったところの配置がいただいている

ところがございます。こちらにつきましては、事業規模につきましては提案というところになります。

かなり手厚くいただいているという印象もございますので、施設の受け入れ想定も含めまして、今後こ

のとおり運営していくかどうかにつきましては、区と協議していく予定でございます。 

 それから離職率ですけれども、法人全体の離職率ということで、常勤、非常勤合わせて、令和３年度、

令和４年度、令和５年度ということで出していただいていまして、それぞれ令和３年度１４.１％、令

和４年度１９.１％、令和５年度１９％という形でいただいているところでございます。数字としまし

ては以上になりますが、補足をさせていただきますと、医療・福祉業界全体の離職率が、令和５年の調

査機関の概要で１６％というところですので、これで確認すると若干高くなっているところではござい

ますけれども、これにつきまして事業者側の説明としましては、全体的な傾向として、コロナ禍が収束

してきて、人員体制、流動性が高まっているというようなところ、それから、保育所等の事業の新規開

設がありました等の中で離職者が多かったというような状況もございまして、一過性のものであると考

えているというような状況でございました。この辺りの数字については、ほかの応募事業者についても、

特別高い率というところではなく、一過性であるということも踏まえれば、特段の懸念はないという認

識でございました。 

○鈴木委員 

 今回の事業の中身は、かなり、インクルーシブひろばベルにしても、区独自でやるという事業になる

わけです。そうすると、結構指定管理料というものは、何というのですか、本来のサービスだけではな

いという部分があるので、かなり指定管理料というものは高額になってくるのかなという思いがしてい

るのですけれども、その辺のところの指定管理料の、運営収支計画というものも出されていると思うの

ですが、その指定管理料というものはどれくらいになるのかということを伺いたいと思います。 

 それからあと、今回３事業者の応募があったということなのですけれども、その中には社会福祉法人

はなかったのか、今回株式会社ということなのですが、非営利の事業者はなかったのか、そのことも教

えてください。 

○佐藤障害者施策推進課長 
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 まず、指定管理料についてのお尋ねでございますが、事業者からの提案の内容としましては、収入全

体が、この事業全体として２億９,０００万円程度ということで、そのうち指定管理料を２億円程度と

いうことでの数字をいただいております。逆に言いますと、残りの部分については、給付金の収入等で

考えているというような状況でございます。この辺りは、割合にしますと、指定管理料が６８％程度と

いうことになりますが、この部分については、他区の児童発達支援センター等で決算状況等が出ている

ものにつきまして、金額では一概に比較できませんけれども、割合等につきましては同じ、同程度のも

のが出ておりますので、特段それについて懸念があるものではないと考えております。それから……。 

〔「社会福祉法人」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤障害者施策推進課長 

 社会福祉法人につきましては、応募したほかの事業者につきましては、社会福祉法人はございました。

というところでございます。 

○鈴木委員 

 あと、ちょっと確認させていただきたいことが、児童発達支援センターなので、１８歳まではずっと

そこで見てもらえるのかというところ、その子どもの情報をセンターが管理して、１８歳まではいつ相

談に行ってもきちんと対応してくれるのかということは伺いたいと思います。 

 それから、保護者の支援をどのような形で継続して行うのかというところもお聞かせいただけたらと

思います。 

 あと、当然児童発達支援センターということで、各種検査が取れるのかということなのですけれども、

児童学園と同程度の検査というものができることになっていくのか、そこのところはどのような状況に

なるのかを伺いたいと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 まず初めの、１８歳までというようなところのお尋ねでございますが、児童発達支援につきましては、

主に未就学児童対象、それから、放課後等デイサービスにつきましては、中学から１８歳まで、それか

ら、保育所等訪問支援につきましても、保育所等という名前にはなっておりますが、１８歳未満までと

いうところで、それぞれ対象ということで、制度的なところも含めまして提案をいただいておりますの

で、その部分は対応をしてまいります。 

 それから、保護者の対応でございますけれども、先ほど申し上げたような保護者会、そういった部分

で独自の提案等もあり、それから通常対応が予定されている発達支援、それから放課後等デイサービス

等での決められた範囲での対応につきましては、保護者対応等を続けてしてまいりますので、その部分

も担保されているものと考えております。 

 検査の部分につきましては、これからの協議、打合せ等で対応してまいりたいと考えております。 

○松永委員長 

 鈴木委員、そろそろまとめてください。 

○鈴木委員 

 検査の点については、ぜひ児童学園と同程度の検査はできるようにしていただきたいと思います。 

 取りあえず結構です。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○若林委員 
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 候補者選定委員会等２つの委員会が開かれて、区の審査の過程が、意見も出ていますので、その確認

だけ。 

 まず候補のほうだけですけれども、障害特性別支援の考え方が具体的に明示されているということに

ついてのご説明、それから、統括責任者の配置についてのご説明をお聞きしたいと思います。 

 それからもう一つ、区との連携を重視している点があると見られるということですが、ここについて

もご説明を伺いたいと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 まず、障害特性別支援の考え方が具体的に明示されているというところですけれども、こちら区の児

童発達支援センターということで、中核的な役割を担うというところもございますので、特定の障害別

に特化するということではなく、それぞれの障害への対応がきちんとバランスよく提示されているとい

うような内容の意見のまとめでございます。 

 それから統括責任者ですけれども、こちらは今回児童発達支援センター、それから児童センターを大

きくして、施設が一体的に運営というところになりますので、そこの部分について施設を適切に管理し

ていくというところで、統括責任者を配置しているというようなところを常にということで提案があり

まして、そこの部分に言及しているものでございます。 

〔「区との連携を重視している」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤障害者施策推進課長 

 こちらにつきましては、区と申し上げましたが、事業内容をかなり手厚くご提案をいただいていると

ころがございますけれども、ここのところの中で、選定委員会のほうでの委員の意見もございますが、

事業規模や経費についても柔軟に協議に応じるというようなところの姿勢もございまして、基本的に提

案した内容で固めているということではなく、区の想定でもって柔軟に対応していくというところを今

後の協議等で設定して進めていくというようなところで、区と連携を重視されているというように判断

したところでございますです。 

○若林委員 

 最初の障害特性別支援については、具体的に明示をされているというところを聞きたかったので、ど

のように具体的に示されたのかというところのご説明は、この場でいただきたいと思います。 

 それから２番目、３番目はそのようなことなのですね。いわゆる運営者としての評価というところで、

区との連携ですと、福祉の世界ですので、例えばぐるっぽ、今回２つ目の、区の発達支援センターとし

ては２か所目になります。例えばそのようなところ、発達支援センター同士の連携や、また、いわゆる

他の児童発達、ご答弁もありますけれども、事業所との連携などというものは、相談事業も当然入って

きますので、大変その辺は、いわゆる福祉の分野、福祉の民間も含めた連携というところが大事だと思

います。その辺はぐるっぽ、児童学園、区との対比というか、こちらの学研ココファン・ナーサリーの

持ち味も含めて、その辺どのように区は感じていらっしゃるのか、また期待するところ、お願いしたい

ところがあれば、お聞きしておきたいと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 まず、障害特性別支援のところではございますが、障害の状況に応じて、例えば放課後等デイサービ

スの部分については、集団を必要に応じて小集団に分けて、対応プログラム等を実施したりするような

ところや、発達支援の中でも、その障害の状況に応じて、先ほども質問でもいただきましたが、インク

ルーシブひろばベルとの交流も含めて、そのお子さまの障害の状況に合った対応をしていくというよう
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なところが、具体的な提案としてはございました。 

 それから、児童発達支援センター同士の連携というところにおきましては、今後協議会等の場も踏ま

えまして、もちろん連携という形では、区のほうとしましても、また、事業者同士というようなところ

でも、区立のセンターというようなところも含めまして、きちんと取れる体制は、区のほうとしまして

も担保していきたいというところではございます。対象としましては、大きく違うというところではも

ちろんございませんが、もちろん地域的なところもございますので、まずは、どうしても通う施設には

なりますので、通いやすいというような部分での使い分けというところがきっかけというようなところ

にはなるかと思いますけれども、また施設規模なども変わってまいります。それから、これも繰り返し

になりますが、児童センター、それからインクルーシブひろばベルも含めましたインクルージョンとい

うようなところも打ち出しておりますので、そういった部分について興味いただけるという方がおられ

ましたら、そういったところもご利用のきっかけになるのではないかと考えております。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

 簡潔にお願いします。 

○鈴木委員 

 職員数、先ほど一部分で伺ったのですけれども、この施設全体で職員数が何人になるのか、ちょっと

職種別に分かったら、それも教えていただけたらありがたいです。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 あくまでも現在の提案というところになりますけれども、まず先ほど申し上げました施設の統括責任

者、それから事務員等で３名、それから児童発達支援センターで、これ常勤換算で２７.９、それから、

こちらが児童センターの部分で４.７というところでしていますので、全体としましては３５.６という

ようなところで提案をいただいているところになります。 

 それで、児童発達支援センターのところについては、児童発達支援と放課後等デイサービスつきまし

ては、先ほど申し上げたとおりでございますが、先ほど申し上げていないところでは、保育所等訪問支

援につきまして、訪問員と保育士が各１名、それから相談支援事業所におきまして、管理者が１名、そ

れから相談支援専門員が２名、それからインクルーシブひろばベルにつきましては４名ということで、

管理者、看護師、児童指導員と医療的ケア児コーディネーターということでいただいているというとこ

ろがございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 採決に入ります前に、本件につきまして各会派の態度を確認いたします。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○石田（秀）副委員長 

 賛成です。 

○若林委員 

 賛成です。 
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○ひがし委員 

 賛成です。 

○鈴木委員 

 反対です。 

 ちょっと福祉の指定管理者は、営利を目的とした株式会社はなじまないということです。 

○筒井委員 

 賛成です。 

○やなぎさわ委員 

 賛成します。 

○松永委員長 

 本案は、挙手により採決いたします。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○松永委員長 

 賛成者多数でございます。 

 よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０１分休憩 

 

○午後１時００分再開 

○松永委員長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                              

２ 請願・陳情審査 

 ⑴ 令和６年請願第１２号 「長寿お祝い事業」の予算削減を前提とした見直し、及びその削減予 

   算分の減税に関する請願 

○松永委員長 

 令和６年請願第１２号、「長寿お祝い事業」の予算削減を前提とした見直し、及びその削減予算分の

減税に関する請願を議題に供します。 

 本請願は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。 

〔書記朗読〕 

○松永委員長 

 朗読が終わりました。 

 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○東野福祉計画課長 

 それでは、令和６年請願第１２号、「長寿お祝い事業」の予算削減を前提とした見直し、及びその削

減予算分の減税に関する請願につきまして、ご説明申し上げます。資料については、特に用意してござ

いません。 

 品川区の長寿お祝い事業でございますが、昭和５０年から始まった事業で、現在まで続いているもの
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でございます。長寿の節目節目にお祝い金を贈呈することによりまして、敬老の意を示すことは、区と

して大切な役割だと思っております。お祝いされた方や家族が笑顔になって、周囲からも敬われ、あし

たへの活力につながれば、生き生きとした暮らしへの支援としての効果は十分にあると考えております。

これまでにお祝いの手紙、区民の声などを届けていただいた方もいらっしゃいます。よって、多くの方

に喜ばれている事業であると認識しているところでございます。 

 また、区ではこれまでも対象年齢や金額の見直しを行ってきたところでございます。近年では、令和

元年に男性の平均寿命が８０歳を超えて５年以上経過したということなどから、８０歳、傘寿のお祝い

を廃止してございます。日本人の平均寿命、年々高くなってきておりますが、令和５年度では、男性

が８１.０９歳、女性が８７.１４歳となりまして、区が行っている長寿お祝いの一番下の年齢、８８歳

の米寿は超えていないので、今年度は対象の見直しをする予定はございません。 

 事務事業評価のＣ評価による見直しにつきましては、予算削減ありきではなく、政策的な効果も視野

に入れているものでございまして、高齢者安否確認事業の中では、今年度より救急代理通報システムの

無償化、これも見直しの１つでございます。安否確認のさらなる充実を図るなど、対応しているところ

でございます。 

 また、削減による減税の仕組みにつきましては、当課当部が言及するところではございませんが、高

齢者施策全体の見直し、それから財源の確保につきましては、区として予算編成の段階で行われている

ところでございます。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○筒井委員 

 まず事務事業評価で、これＣ評価になっているのですけれども、それでも引き続き、この長寿お祝い

事業をやる、その理由というものをもう一度教えていただきたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 先ほども申し上げましたとおり、Ｃ評価というものは、予算削減あり、または見直しによる廃止など

も含めまして、全体的な見直しを行っていくというような評価でございます。見直しの中には、その事

業の効果をもう少し見直した形で、区としての効果がどのような形であるべきかというところにつなげ

ていく、そういったことも見直しの１つでございます。この長寿お祝い事業につきましては、区として

は、高齢者の方に喜ばれている事業、明日への活力につながる事業ということで、続けていく考えでご

ざいます。 

○筒井委員 

 事務事業評価の行政評価シートによると、安否確認ということが主体に置かれているように思われて

おりまして、敬老の意を表したり、生き生きと暮らし続けることが云々ということは、それは主の目的

ではないような気がするのですけれども。そして救急代理通報システムなど、ほかにも様々、見守りと

いう点ではどんどん新しいテクノロジーの発展もありますが、そうした新しい見守りシステムがある中、

それは、商品券を渡しに行くことが、それほど見守りということになるのかなと思うのですけれども、

その辺りいかがかお考えでしょうか。 

○東野福祉計画課長 

 この事業でございますが、もともとが商品券をお渡しする、お祝い品をお渡しするというものを、民
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生委員を通じて行っておりました。民生委員がこの長寿の方に接する機会の１つとして行っていたとい

う側面もございますので、見守り事業という中に位置づけてきたものでございます。 

 近年、コロナなどの状況によりまして、郵送方式によることも行っておりますけれども、見守り自体

は有効な、効果的な事業だと考えてございます。 

○筒井委員 

 見守りもいいのですけれども、あと、そもそもこれ、８８歳米寿、卒寿９０歳、白寿９９歳、１００

歳、その年齢をかなりの密度で設定していますが、では、例えば８９歳の人はどうするのだとか、白寿

と卒寿の間の９９歳から９０歳の間の人はどうするのですかとか、いろいろそうした状況が起きてくる

と思うのですけれども、その辺り、見守りという点ではどうなのか。その点お聞きしたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 今委員からお話がありました、間の年齢のところというところでございます。こちらは、日本古来よ

り節目節目というところの概念から出てきているものですから、それぞれに白寿や傘寿など、名前がつ

いているものでございます。このところの間の方につきましては、当然何もしないというわけではなく、

高齢者の見守りとしましては、先ほどの救急代理通報システムや、それから町会、企業による見守り

ネットワーク、こういったものを活用しているものでございまして、何もしていないというわけではご

ざいません。 

○筒井委員 

 ということであれば、逆にそのお祝い事業をやる必要もないのかなということもありますし、逆にこ

の対象に、白寿、卒寿、米寿の対象になっていない人、例えば９０歳、９９歳から９０歳の間の

人、８９歳の人はこの商品をもらえないということになってしまい、高齢者間での不公平感のようなも

のが出てきてしまうのではないかなと思うのですけれども、その辺りいかがお考えでしょうか。 

○東野福祉計画課長 

 逆にという意味がちょっとよく分からないのですが、高齢者間の世代につきましては、この節目節目

の年代につきましては公表しているものであり、区民の皆さん全員がご存じだというように捉えており

ます。高齢者間、その節目節目という部分で見ますと、その年代に到達することで、毎年ではないので

はございますが、お祝い品をもらえる、そういったところの希望にもつながってくる、来年は私がもら

える年だねなどというようなことも、高齢者間の中でお話が出てくるということも聞いたことがござい

ます。そのような意味では、特に不公平ということではなく、その年に達しましたらお祝い品をお送り

して敬うというようなことは、続けていく所存でございます。 

○筒井委員 

 そうですね。実際もらえない人も出てくるのかなと思いますし、その辺どのようなお考えをその高齢

者の方が持っているかということなのですけれども、いずれにせよ、わざわざ見守りのために商品券を

渡しに行く、敬老の意を示すということが、それをわざわざ、そもそも行政がやるべき話なのかという

こともありますし、各ご家族、親族でやっていただくべき話なのかなと思いますし、先ほどの一般質問

でも石田しんご議員からもお話ありましたが、やはり少子化対策として可処分所得を上げなければいけ

ない、本当に経済を高めなければいけないと。特に現役世代の可処分所得を上げていくということが大

切になっているという中、そこをわざわざ行政が商品券を渡しに行くというような、その余裕というも

のがあるのかなと思っております。そうした直接的な、商品券を渡しに行くなどではなくて、もう少し

特定のピンポイントな、そうしたお渡しではなくて、もっと幅広く面的な高齢者福祉のサービスをより
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拡充していく、本当に少ない財源の中、今後ますます少子高齢化が進んでいく中、もう少し賢く税金を

使っていく、無駄なところはなくしていって、より効率的なところにやっていくということが必要かな

と考えております。つまり、一方で少子化対策をやらなければいけない、子育て対策をやらなければい

けないという中、やはり高齢者福祉と少子化対策、子育て政策のバランス、もう一度取っていくリバラ

ンスが必要かなと考えております。ですから、今回この請願者の方は、まず１つの例としても、そのよ

うな意味としても出されたと思いますけれども、そこまで今後余裕がだんだんなくなっていくというこ

とから、しっかりと無駄なく税金を使っていくということで提出されたという考えだと思っております。 

 では、ほかの自治体はどうなのかといいますと、神戸市でも長寿祝い金支給事業というものは廃止を

しておりますし、横浜市も廃止をしております。新宿区、大田区でも一部廃止、予算の削減、静岡市、

浜松市でも同様のことが起きているので、もうそろそろ品川区としても、そうした、今私が述べたよう

な考えに基づいて、削減ないし見直しということを行っていっていただきたいと考えております。 

 また、引き続きやるにしても、先ほど８０歳はもう廃止をしたというご答弁があったのですけれども、

少なくとも、では１００歳以上に限るなど、どんどん範囲を狭めていかないと、中長期的に余裕がなく

なっていくのかなと思いますし、人生１００年時代と言われている状況ですから、どんどん支給するの

だったらもう少し条件を厳しくいないと駄目かなと考えているのですが、その辺りいかがなのでしょう

か。 

○東野福祉計画課長 

 何点か質問をいただいております。行政が行うべきか、余裕があるかという部分でございますが、区

民から預かった税金を必要なところに使っていくという考え方からすると、この事業の効果はあるとい

うことから、外せない事業であると考えております。 

 余裕があるかどうかという部分につきましては、区の財政事情から考えましたら、この辺の予算削減

をしてまで逼迫しているような状況ではございません。 

 他区の事情につきましては、他区のそれぞれの考え方があると思われます。 

 高齢者福祉の拡充につきましては、少子化対策も併せまして、区としては十分な、両方十分な対策を

取っている、それに対する区の税金のほうも使っているという状況でございます。 

 範囲を狭めてというところでございますが、当初お話ししたとおり、見直しするべきところは見直す

というところで、長寿命化のところの範囲を超えてくれば、それは見直しの対象と考えているところで

ございます。 

○筒井委員 

 ８０歳廃止をしたということ、そうした実績というか、こともあるので、もうこれから確実

に、２０２５年問題などもありますし、これがどんどん高齢者は増えていくので、もう切りがなくなっ

てしまうので、縮小の方向へぜひ見直しを行っていっていただきたいと考えております。 

 また、高齢者福祉事業も、商品券を渡すなどではなくて、もう少し全体的に高齢者の皆さんが安心で

きるような、誰でも受けるようなサービスなどにしておいたほうがいいのかなと考えておりますので、

ぜひ見直しを行っていっていただきたいと考えております。 

 また、社会福祉協議会も同じような、同様のことをやっているのですけれども、逆にこちらのほうに

もう任せてしまうなど、そういった考えもあると思うのですが、その辺りいかがお考えでしょうか。 

○東野福祉計画課長 

 品川区の社会福祉協議会は品川区社会福祉協議会、区とは独立した団体というところで、高齢者に対
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するサービスというところで行っているものでございます。それぞれ考え方のすり合わせをすることは

できるかと思いますが、それぞれの、区としての立場、社会福祉協議会としての立場、それぞれが尊重

されるべきだと思っております。 

○筒井委員 

 繰り返しになりますけれども、やはりもう少し効果的な税の使い方ということを考えていただいて、

こうした陳情が出てくるということは、いかに現役世代の方が税負担、社会保障の負担に苦しんでいる

かという表れだと思いますので、ぜひその辺り、現役世代の可処分所得を上げる、そして、ひいてはそ

うしたことが少子化対策にもつながっていきますし、無駄な事業はどんどん減らしていって、効果的に

税配分を行っていく。そして、さらにもっと進んでいくと、減税ということもありますので、そうした

ことは先ほど言ったように可処分所得を上げて、そのような少子化対策などにもつながっていきますの

で、ぜひそうした考え、こうした陳情者が出てくるという現状も、ぜひ品川区としては考えていってい

ただきたいのですけれども、その辺り、このような状況を見てどのようにお考えになるのでしょうか。 

○東野福祉計画課長 

 可処分所得を上げていくこと、それから現役世代が税負担が負担になっているというような現状は、

私のほうも存じているところでございます。そのために区として様々な政策を立てて、区民に対しての

還元を行っていくというところから考えると、高齢者福祉、または少子化対策、そういったところは区

としての命題だというように捉えております。私ども福祉部門といたしましては、高齢者の福祉につき

まして、区民が望んでいるような福祉政策を最大限行っていく考えでございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 先ほど事務事業評価の中では見守りというところで言っているのですけれども、この長寿お祝い事業

実施要綱からすると、高齢者の長寿を祝福して敬老の意を表するというものが目的なのです。そのよう

なことなので、何というのですか、見守りだったらば有効ではないのではないかと筒井委員は言われま

すけれども、この目的というものは、高齢者の長寿のお祝いなのです。長寿のお祝い。それで高齢者は、

特に今の米寿から１００歳を超える方というものは、もう本当に戦前から戦中、それから戦後、もう本

当に苦労して、やはり今の社会を築いてこられた方だと思うのです。特に大変苦労されているというと

ころがあると思うのですけれども、そのような高齢者に対しての長寿を祝う、そして敬老の意を表する

ということは、何というのですか、人類の社会の中で、私は当然そのようなものというのは必要なので

はないかなと思いますし、そのような温かい社会であってほしいなと思うのです。その辺も長寿を祝う、

それから敬老の意を表する、そのようなものを区が行うというようなことは、当然というか、そうあっ

ていただきたいし、続けていただきたいなと思うのですけれども、この長寿のお祝い、敬老の意を表す

るというところでは、筒井委員はどう思われるのでしょうか。 

○筒井委員 

 当然私も敬老の意を表するということは大事だと思います。それをわざわざ行政がどこまでやるかと、

今度はレベルの、程度の話になってくると思いますので。 

○鈴木委員 

 私はもう本当に幾らかということは、この間の報告でありましたけれども、あれです。米寿

で５,０００円です。それで卒寿で７,０００円、白寿で１万円、１００歳で３万円、そして１００歳以
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上で１万円にまた下がってしまうのですけれども、それはそれほど莫大ですかという、本当にこれくら

い品川区がささやかなお祝いとしておめでとうございますという、そのような気持ちを表すということ

は、それくらい私は、もう本当に何か、何というのですか、もらったほうも、ああ、お祝いしてもらっ

たのだという温かい気持ちになるではないですか。そのようなものまで廃止しましょうという、そのよ

うなことでいいのかなという思いがします。 

 それと、ここで言われていることは、現役世代の方の税金や社会保障の負担増というものは過去最悪

で、可処分所得が減って少子化を促進しているということは本当にそのとおりだと思うのです。だけれ

ども、それを高齢者が、高齢者のお祝い事業に行っているというようなところに、何というのですか、

そこを対立させていくという、その考え方が私はちょっと違うのではないかなと思うのです。この高齢

者も本当に大変な状況だと思うのです。年金はずっとこの間下がり続けていますし、窓口負担は増え続

けていますし、介護だって、もうどんどん負担が増えて、本当にこれから介護も、しっかりと必要な介

護を受けられるかと、そのような状況にあるではないですか。賃貸の高齢者の方などは本当に大変な状

況というものがあると思うのです。そのようなところに、何というの、これが若い人たちの手取りを減

らして少子化の原因なのだというような、そのような形での、この若い世代の方と高齢者を分断するよ

うな、このような考え方というものは少し違うのではないかなと私は思うのです。 

 高齢者だって、私も高齢者ですけれども、初めから高齢者だったのではないのです。若いときもあっ

て、本当に頑張って働き続けてきましたし、それからあとは、若い人だっていつまでも若いままでいる

わけではなくて、やがては高齢者になるし、高齢者になったときにすごい不安だということが今の若い

人たちからも出されているわけです。だから、高齢者になって本当に長寿を祝ってもらえる、それで安

心の仕組みをつくるということは、若い人たちにとっても願いでもあるのではないかなと思うのです。

それを高齢者にお金が使われているから自分たちが大変な思いなのだという、そのようなことで分断を

するような考え方というものは、私はちょっと改めていただきたいなという思いがしています。もっと

本来どうあるべきなのかというようなところで考えることが必要なのではないかと思うのです。なぜこ

のような状況になっているのかといったら……。 

〔「いつもと逆の話をしているから説得力がないのだ」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 静粛に。 

○鈴木委員 

 いやいや、その辺のところはちょっと議論してもいいかなと思うのです。本当に。どうあるべきなの

かという、そのようなことは。やはり本当に消費税を増税したり、累進課税のところが問題だったり、

本当に大企業の法人税を減税して内部留保だけは今どんどん増えているという、そのような問題がある

わけです。そのようなところに目を向けないで、本当に大変な状況になっている高齢者のところに目を

向けて、ささやかな、米寿のお祝い、もう本当に１００歳になった、おめでとうございますと。いいで

はないですか、このようなものは本当に必要だと思います。このような社会というものは。そのような

ことなので、ちょっとその辺のところは皆で、私はそのようなものを共有したいなというような思いが

しています。 

○筒井委員 

 鈴木委員のおっしゃることは本当によく分かりますし、おまえもいつか高齢者になるだろうと。高齢

者の生活が大変だということは、それは事実だと思いますし、やはり分断にならないようにすることは
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大事ですし、全体を底上げするような、高齢者世代も現役世代も、全体の環境をよくするということが

非常に大事かなと考えてはおります。 

 そうですね。ただ、その高齢者福祉の担い手が現役世代なので、やはり今の現役世代の方からしたら、

非常に負担を押しつけられているという、その不満もたまっているということも事実かと考えておりま

す。ですから、高齢者福祉、高齢者福祉サービスの拡充ということはいいのですけれども、やはり直接

的に、露骨に商品券というものを渡すという行為に、たまっていた不満が一気に、それによってより噴

出してきたのかなとは考えております。ですから、ぜひ今後、いかに日本全体、高齢者世代、現役世代、

分断を招かず、全ての世代がよくなっていくということを考えなければいけないなと考えておりますし

この請願が、ある意味たたき台になったのかなと思いますので。ということで、ひとつ私としては今の

意見です。 

○鈴木委員 

 今の現役世代が高齢者を支えるという、そのようなところなのですけれども、もう本当に何か、６５

歳以上の人は全員若い人に支えられているという、そのようなことでよく言われているのですが、実際

は高齢者がもう本当に今働いています。もう全体の高齢者の４人に１人は働いていますし、７０代以下

の６９歳までの人だと、２人に１人は働いているのです。私たちも働いていますけれども。そのような

ことで、全員が全員高齢者を支えているという、そのようなところも、実際問題違うのではないかなと

いうようなことはちょっと申し上げておきたいと思います。 

○松永委員長 

 意見でよろしいですか。 

 では、ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 様々議論がされていると思うのですけれども、高齢者の方々から、この陳情が出たときに意見を幾つ

かいただきまして、品川区が子育て施策、若い方々の支援を進めていることはとてもありがたいことだ

とおっしゃっていました。これからを担う若者のために支援、政策が進んでいることはとてもいいこと

だけれども、ただ、今回のように高齢者のお祝い事業を減らすのは違うのではないかというようなご意

見や、前回、令和元年に見直しされたときにも一定話題になったようなのですが、８０歳のお祝いがな

くなってしまったことが、ちょっと切り捨てられたような感じがして寂しかったというようなお話もい

ただいています。ただ品川区、様々高齢者の施策を進めているということですし、今回も課長から力強

くお祝い事業を続けていきますというようなご答弁があってうれしく思っています。実際に見守りにつ

ながった事例や、お祝いをした方々のお声というものが、どのようなものがあるのかなということは改

めて聞かせていただきたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 ありがとうございます。先ほども紹介させていただきました、お礼の手紙などをいただいてございま

す。その手紙の内容、今手元にはないのですけれども、やはりお祝いをいただいてうれしかった、家族

と一緒にそれで食事に行きました、これからもよろしくお願いします、区政を支えていってくださいと

いうような内容の手紙でございました。私も、やはりそれを見たときに、ああ、この事業というものは

すばらしい事業なのだなというように、改めて認識をしたところでございます。そのほかにも区民の声

などで、メールなどでもいただいているというところがございます。多くの方がお礼の連絡をいただい

たというところでございます。 
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 見守りの事例でございますが、先ほどもお話しさせていただきました。民生委員がふだん見守りで行

けないような方、見守りを拒まれているような方もいらっしゃいます。その方のところに長寿のお祝い

をお持ちになったときに、あっ、区ではこのようなことをやっているのですね、では見守り、近いから

来ていただければと思いますということで、見守りにつながった事例もございます。 

○ひがし委員 

 ありがとうございます。今のお話を聞くと、見守りという観点からも、また敬老の意を示すというと

ころも、きちんと目的は達成できているのではないかなと思いました。 

 あと高齢の方々からの声というところもすごく大切で、私も先日看護師時代の仲間から連絡をいただ

いて、高齢者の方が生活リズムセンサーというものをご自宅に置いていて、冷蔵庫が使えなかったとき

に通報が行って、それで日射病で倒れているのを発見されたというところで、品川区の制度を使ってそ

ういうのを導入をしたということで、すごいお礼を言っていましたということを連絡いただきました。

そのような品川区の政策がきちんと高齢の方々にも伝わるということが本当に大切だと思っているので、

この事業についても必要性というところをしっかりと区民の方々、若い世代にもお伝えできればいいか

なと思いますので、こちらは要望とさせていただきます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○筒井委員 

 この長寿お祝い事業が高齢者見守りにつながっているということはあると思うのですけれども、一方

で先ほどの高齢者の長寿を祝福して敬老の意を表するということも目的になっているということで、ど

ちらが……。そもそも請願が出た意味が、この行政評価シートの高齢者安否確認事業に含まれてこれに

記載されているから、ちょっと高齢者安否確認ではないのではないかという疑問がこの陳情者もあった

のかなと思うので、その辺り、どちらを主として、メインとして捉えているのか、はっきりさせたほう

がいいのかなと思います。 

○東野福祉計画課長 

 先ほど鈴木委員のほうからもご紹介があったように、要綱自体は、あくまでもお祝い事業としての位

置づけとなっております。先ほどの民生委員を通してのお渡しというところでの見守りという側面もご

ざいましたので、現在は高齢者安否確認事業の中に組み込まれているところでございますが、委員が

おっしゃったようなところを踏まえて、実際の事業の体系的なところの見直しはしてもいいのかなと

思っております。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、令和６年請願第１２号の取扱いについてご意見を伺いたいと思います。継続にする、ある

いは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言

ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○石田（秀）副委員長 



－34－ 

 本日結論を出す、不採択でお願いをいたします。 

 理由は、長寿のこのお祝い事業というものは、私どもが考えていることは、これまでの国を支えてく

れてきた高齢者の方々に感謝の気持ちを表す御礼の意味もある事業であると思っているので、必要だと

思っております。したがって、不採択です。 

○若林委員 

 本日結論を出してください。 

 高齢者、いわゆる現役世代の皆さん、親、お子さんもいらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれま

せんけれども、現役世代の親の世代に当たる方々です。現役世代の子ども、それから孫もいらっしゃる

かもしれません。そのような方々から、こういった高齢者に敬意を表す、慰労をする、このような気持

ちをこういった金額で行政から表すということについて、不平や不満を聞いたことは、私はただの一度

もありません。また、会派の中でもありません。ぜひその辺は紹介議員の方、藤原正則さんですけれど

も、十分感じて分かっていらっしゃると思いますし、藤原正則さんの属する会派の方々も、それはその

とおりだよねということは、今の質疑の中でも感じました。いわゆる、ただ減税を、いわゆる予算の削

減ありき、また、減税のための何か１つの事業をこうやって、何でしょう、言葉が適切かどうか分かり

ませんけれども、やり玉に上げて云々ということは、いわゆるこの議会、委員会の中ではあまり適切で

はないかなと。いわゆる減税のことを本当に言うのであれば、この委員会では、当然課長もおっしゃら

れましたように議論もできませんけれども、もう少しというか、広い視野で、様々また議論が必要なの

かなとは思います。 

○松永委員長 

 不採択ですね。 

○若林委員 

 はい。 

○ひがし委員 

 本日結論を出すでお願いします。 

 請願者のおっしゃるとおり、限られた予算の中で無駄を省くということは必要であると考えます。た

だ一方で、ご答弁でも確認できたように、今回の長寿お祝い事業というものは、見守りの観点のほかに

も、長年社会に貢献してきた方々へ長寿を祝福するとともに、敬老の意を表すという目的をしっかりと

果たしている大切な事業であり、誰も取り残さない社会を実現するためにも必要な事業であると考えま

すので、今回の請願には沿いがたいと結論させていただきます。 

○鈴木委員 

 結論を出すということで、不採択でお願いしたいと思います。 

 本当に高齢者の長寿を祝い、敬老の意を表するということはすごく大事なことで、なくすということ

は絶対するべきではないと思います。この請願者が言われるように、現役世代の方の負担が重くて、可

処分所得を増やす、そして少子化を解決していくということは本当に大事なことだと思いますけれども、

それを高齢者に向けて分断をするような、そのようなやり方というものは違うと思いますし、もっと税

の在り方など、大本のところにこそ目を向けていただきたいと思っています。 

○筒井委員 

 本日結論を出すで、採択でお願いします。 

 高齢者安否確認事業の中に長寿お祝い事業というものが含まれているという話が前提で、先ほど課長
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はその位置づけの見直しを検討していくかもしれないということをおっしゃられましたけれども、今の

この現状の高齢者安否確認事業として長寿お祝い事業を入れていくということは、ちょっと効果が不明

確な点もあるのかなという点と、先ほど来述べましたとおり、やはり現役世代と高齢者世代の給付と負

担のバランスというものももう一度考えていくべきではないのかなということで、採択でお願いします。 

○やなぎさわ委員 

 本日結論を出すで、不採択でお願いしたいと思います。 

 様々議論ありまして、現役世代の可処分所得を上げていくということは本当にそのとおりだと思うの

ですけれども、一方、厚生労働省の直近の国民生活基礎調査で、生活が苦しいと答えたのは全世

帯５９％で、これ高齢者とほぼ同じなのです。だから、決して高齢者の生活がよくて、現役世代がすご

い厳しいとは言えないと感じていますし、とある調査では、単身高齢者の貧困率は４４.１％、単身の

高齢女性に、すみません、単身高齢者の貧困率が２０％で、単身高齢者女性の高齢者の貧困率

は４４.１％というようにある調査であるぐらい、やはり高齢者だから生活が優遇されている、現役世

代だから非常に厳しいというわけではなく、今全体的にやはり厳しくなっていると思っておりますので、

高齢者だけ、この事業だけを切り取って削減ということは今の現状に合わないと思いますし、やはりこ

れまで日本を支えてくれた高齢者の方に敬意を表するということは、非常に大切なことであると思いま

す。私も知り合いのといいますか、高齢者の方にお話を伺ったところ、非常に喜んでいる声も実際聞い

ておりますので、そして職員の励みにもなる、手紙をもらったりする、お礼をいただくということで、

そういったことが職員にとっても非常にいいことだと思っております。 

 ただ、やはり安否確認という名称の、行政評価シートなどでも小規模事業のところでなっているので、

それはちょっと、やはり分かりにくいというか、誤解はされやすい、安否確認とは少し違うのかなとい

うところはあるので、その辺は今課長のご答弁ありましたとおり、少しその辺見直しというか、考えら

れていることは、ぜひそれは進めていっていただきたいとは思います。 

○松永委員長 

 それでは、本請願につきまして、結論を出すというご意見でまとまったようでございますので、その

ような取扱いでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 それでは、本件は本日結論を出すことに決定いたしました。 

 先ほどそれぞれの方にご意見を伺いましたので、本請願につきましては、挙手により採決を行います。 

 それでは、令和６年請願第１２号、「長寿お祝い事業」の予算削減を前提とした見直し、及びその削

減予算分の減税に関する請願を採決いたします。 

 本件は挙手により採決を行います。 

 本件を採択とすることに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○松永委員長 

 賛成者少数でございます。 

 よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 以上で、本件および請願・陳情審査を終了いたします。 
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１ 議案審査 

 ⑶ 第７５号議案 令和６年度品川区一般会計補正予算（歳出等 厚生委員会所管分） 

○松永委員長 

 次に、再び予定表１、議案審査を行います。 

 ⑶第７５号議案、令和６年度品川区一般会計補正予算（歳出等 厚生委員会所管分）を議題に供しま

す。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○東野福祉計画課長 

 それでは、第７５号議案、令和６年度品川区一般会計補正予算、福祉部の所管分からご説明を申し上

げます。 

 補正予算書１４ページをご覧ください。上段の３款民生費、１項社会福祉費、１目福祉計画費につき

ましては、２列右の７２８万６,０００円を追加し、２７億１,８７０万９,０００円とするものでござ

います。 

 内容につきましては、右側１５ページに参りまして、高齢者安否確認事業といたしまして、災害時自

動安否確認システムの委託料ほか、合計７２８万６,０００円を補正計上するものでございます。 

 次に、４目高齢者福祉費につきましては、８６万１,０００円を追加し、７９億９,３８６

万７,０００円とするものでございます。 

 内容につきましては、右に参りまして、福祉人材確保・定着事業といたしまして、介護支援専門員法

定研修受講料支援金として、８６万１,０００円を補正計上するものでございます。 

 次に、５目高齢者地域支援費につきましては、１３３万２,０００円を追加し、１１億５,７３４

万２,０００円とするものでございます。 

 内容につきましては、高齢者活動支援事業といたしまして、加齢性難聴サポート用イヤホン等購入費

として、１３３万２,０００円を補正計上するものです。 

 続きまして、補正予算書の２２ページをお開きください。上段の荏原特別養護老人ホーム等大規模改

修工事に係る債務負担行為の追加６,８４０万円につきましては、この後、荏原保健センター大規模改

修工事分と併せまして、健康推進部よりご説明させていただきます。 

 続きまして、補正内容の詳細、福祉部分につきまして、資料に基づいて、所管課長より順にご説明を

いたします。 

 最初に福祉計画課資料をご覧ください。災害時自動安否確認システムにつきましてでございます。 

 昨今の地震の頻発化や大規模化、南海トラフ地震臨時情報の発令、異常気象による大雨災害等により

まして、災害に対する備えや対策の必要性が高まっているところでございます。そこで、区では、今回

予算計上いたしました災害時自動安否確認システムによりまして、災害時の迅速な情報提供を行うとと

もに、安否確認を強化いたします。 

 このシステムは、災害情報が発令された際、事前登録された要配慮者の電話番号に区からの情報と安

否確認を一斉発信いたします。電話を受けた要配慮者は、自動音声ガイダンスに従い、「はい」や「い

いえ」など、簡易に音声で回答をいたします。その音声回答はＡＩによってテキストデータに変換され

まして、「閉じ込め」や「けが」、「歩けない」のようなワードが含まれる際は緊急性ありと自動的に

判断し、色つきで表示されるなど視覚化され、迅速な支援へつなぐことが可能となります。対象者です

が、当課で行っております高齢者救急代理通報システムの利用者約９２０世帯のうち、事前登録の同意
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を得られた方から適用を考えております。 

 スケジュールですが、来年３月の試行運用開始に向けまして、１１月からシステム開発を始めてまい

ります。 

 補正予算額、合計で７２８万６,０００円でございます。 

○菅野高齢者福祉課長 

 それでは続きまして、私のほうからは介護支援専門員法定研受講料支援金の創設についてご説明いた

しますので、資料のほうをご覧いただければと思います。 

 １、目的です。介護保険サービスを利用する際に、ケアプランを作成する介護支援専門員、ケアマネ

ジャーの不足が深刻化しつつあります。そこで、ケアマネジャーが働きやすい環境を整えるため、受講

が義務づけられている法定研修の受講料を負担するものです。 

 ２、内容です。区内介護事業所が所属するケアマネジャーが受講する法定研修の受講料を負担した場

合に費用の一部を支援するもので、都は、同じく費用の４分の３補助を実施するため、区は残りの４分

の１を補助するものです。 

 ３、予算額は記載のとおりです。受講料は研修の内容によって異なるため、それぞれの研修の想定受

講人数から区補助平均額を算出し、こちらの金額のほうは積み上げて出しております。 

 ４、今後の予定です。補正予算の議決後、１１月に対象事業所へ周知し、交付申請の受付を開始予定

としております。 

○樫村高齢者地域支援課長 

 それでは、私より、高齢者地域支援課の所管分、加齢性難聴サポート用イヤホン等購入についてご説

明をさせていただきます。資料をご確認ください。 

 １の経緯でございます。高齢者のフレイル予防における社会参加活動や地域交流を促進するため、耳

の聞こえに関する普及啓発を所管として行っているところですが、耳が聞こえづらい高齢者等が来庁し

た際の窓口等でのコミュニケーション支援を目的に、サポート用イヤホン等の購入をするため、令和６

年度予算の補正を行うものでございます。 

 ２番の内容でございます。１点目、軟骨伝導イヤホン３５台を購入するための経費を計上しておりま

す。設置場所といたしましては、福祉計画課、高齢者福祉課、生活福祉課および暮らし・しごと応援セ

ンターの福祉部各課窓口、なお、高齢者地域支援課と障害者支援課につきましては、７月に城南信用金

庫様から寄附いただいた２台を既に設置しているところでございます。それから②としまして、在宅介

護支援センター２０か所、③としまして、支え愛・ほっとステーションの６か所、こちらは荏原第一、

荏原第四、大井第一、大崎第一、品川第一、八潮地域センターの支え愛・ほっとステーションを予定し

ております。それから、および総合窓口に、各課への貸出し用として５台を予定しておりまして、合

計３５台を予定しております。２点目、周知のための案内チラシ・ポスターの印刷代を計上しておりま

す。３点目、衛生的に使っていただくためのイヤホンケア用品として、除菌シートを計上しております。 

 ３の補正予算額でございます。補正予算額は１３３万２,０００円でございます。金額の内訳は資料

のとおりでございます。 

 簡単ではございますが、説明は以上となります。ご審議のほどお願いいたします。 

○若生健康課長 

 続きまして、令和６年度品川区一般会計補正予算のうち、健康推進部所管分について、概要のほう説

明させていただきます。 
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 補正予算書の説明書にお戻りをいただきまして、２２ページをお開きください。こちらが債務負担行

為の追加に関する調書でございます。このうち１行目、失礼しました、荏原保健センター等複合施設大

規模改修における建築工事等におきまして、インフレスライド条項の規定による工事契約の変更がござ

いまして、それに伴いまして、債務負担行為額の追加を行うものでございます。表の１行目、荏原特別

養護老人ホーム等大規模改修工事につきましては、限度額を６,８４０万円追加ということになりまし

て、右のページ、期間は令和７年度から令和８年度、金額につきましても、同様に６,８４０万円を、

失礼いたしました、６,８４０万円を追加するものでございます。財源の内訳は、全額一般財源となり

ます。 

 次にその４行下、荏原保健センター大規模改修工事につきましては、こちらは限度額を２,５２７万

円追加するものでございます。右ページ、期間については令和７年度から令和８年度、金額につきまし

ては、２,５２７万円を追加になります。右側一般財源、こちら財源内訳についても、全額一般財源と

なります。 

 以降、詳細につきましては、担当理事者より説明いたします。 

○三ツ橋荏原保健センター所長 

 第７５号議案、令和６年度品川区一般会計補正予算（厚生委員会所管分）、荏原保健センター等複合

施設大規模改修における工事契約の変更について説明させていただきます。資料をご覧ください。 

 １、経緯でございます。荏原保健センター等複合施設大規模改修における建築工事等において、賃金

等の変動に対する工事請負契約条項第２５条第６項、インフレスライド条項の規定により、請負者より

契約金額変更の請求があったため、令和７年度から令和８年度の債務負担行為額の追加を行うものでご

ざいます。 

 ２、契約の相手方および契約日でございます。こちらは記載のとおりでございます。 

 ３、契約期間でございます。令和５年７月１２日から令和８年４月３０日でございます。 

 ４、補正内容でございます。表の一番下の行にありますように、今回の補正額は、工事費９,３６７

万円でございます。内訳は、荏原保健センター分が２,５２７万円、荏原特別養護老人ホーム等

が６,８４０万円でございます。なお、資料に記載はございませんが、工事契約の増額の変更に伴う工

期の変更はございません。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 まず、災害時の自動安否確認システムなのですけれども、救急代理通報システムの導入世帯の９１９

件のところで登録で同意を得ていくということなのですが、どれぐらいの方が想定される人数なのか、

ちょっとその辺想定されている人数があったら教えていただきたいということと、これ来年の２月まで

システム開発ということなのですけれども、システム開発というものはどこがやる、どこか事業所とい

うか、どこがシステム開発をするのか、それからあと、ランニングコストはどれぐらいになっていくの

か、伺いたいと思います。 

 それからあと、介護支援専門員の受講料支援金というところなのですけれども、これは本当にお金も

かかるし、時間もかかるし、すごく大変だというお話を伺っていましたので、この支援ができるという

ことはすごいよかったなと思っているのですけれども、ケアマネジャーは多分５年ごとに更新というこ
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とがあると思うのです。主任ケアマネジャーも５年ごとの更新ということになるのかなと思うのですけ

れども、このケアマネジャーの研修の中身というものが、ケアマネジャーの５年ごとの更新と主任ケア

マネジャーの５年ごとの更新のほかに、試験は通ったけれども、実際に仕事につくまでの研修のような、

そのようなものも入るのか、ちょっとその研修の中身がどのような種類があるのかを教えていただきた

いと思います。 

 それから、実際に今ケアマネジャーで働いていらっしゃる方というものは、品川区内で何人くらいい

らっしゃるのか、主任ケアマネジャーも合わせて人数を教えていただきたいと思います。 

 取りあえず以上、お願いします。 

○東野福祉計画課長 

 ３点ご質問いただいております。まず想定人数でございますが、救急代理通報システムに登録あ

る９２０人のうち、土砂災害区域にいらっしゃる方が約１００名ほどいらっしゃいます。まずはそこの

方々に照準を当てていきたいと思っているところでございます。同じように、陸前高田市が全国で導入

しているのですけれども、陸前高田市も１００名程度の方が今対象になっているということを聞いてお

りますので、同じぐらいの規模で始められればなと思っているところでございます。 

 システムの開発でございますが、こちらはＮＴＴがこのシステムを持っておりますので、ＮＴＴのほ

うと連携しながらやっていきたいと思っているところです。 

 ランニングコストでございますが、実は想定する人数によりまして、ランニングコスト、大分変わっ

てくるというように聞いております。もちろんコアな部分はあるかと思いますが、現在来年度予算の見

積りのほうも、併せて取っているところでございます。金額のほうはまだ出ておりません。 

○菅野高齢者福祉課長 

 ケアマネジャーの研修の支援についてのご質問についてお答えさせていただきます。 

 この研修なのですけれども、資料についてはここに１例しか書いていなくて、受講料４万４,６００

円となっております。こちらについては、研修が受かった後実務につくまでの実務研修のところが比較

的高かったので、あと人数が多いので、表示させていただいております。委員がおっしゃったように、

通常５年ごとの更新なので更新研修と、あとは主任ケアマネジャーになるときの研修、あと主任ケアマ

ネジャーを更新するときの５年ごとの研修のほか、しばらく実務から離れていて、ケアマネジャーに従

事するための再研修という部分についても、法定研修のメニューの中に入っておりますので、そちらの

中に一応見込んで含んでおります。 

 区内のケアマネジャーの人数というところで、正確な数はちょっと足し上げていかないとというとこ

ろはあるのですが、大体２５０人近くはいるのではないかなと見込んでおります。 

○鈴木委員 

 ありがとうございます。あと主任ケアマネジャーの人数も分かったら、ちょっと教えていただけたら

と思います。 

 あと、加齢性難聴のサポート用イヤホンについてなのですけれども、これ今のところ、福祉部の各課

と在宅介護支援センターと支え愛・ほっとステーションということなのですが、何かもう２台あって、

結構効果が確認されて、これだけ拡大をするということだと思うのですけれども、難聴の方がこのよう

な便利なものがあると、本当に、何というのですか、スムーズにコミュニケーションが取れて、本当に

よくなっていくのかなという思いがするのですが、もしもまたこれ、３５台購入して、これが当たり前

のように使って効果があるということになったら、さらに地域センターや、ほかのいろいろな窓口があ
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ると思うのですけれども、そのようなところに拡大するということにもなっていくのか、ちょっとそこ

の見通しもお聞かせいただけたらと思います。 

 それからあと、３５台でこの金額ということなのですけれども、１台当たりは幾らになるのかも教え

ていただけたらと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 主任ケアマネジャーの人数ということで、こちら今回の補正予算を立てるに際しての想定人数としま

しては、８５名程度ということで試算させていただいております。 

○樫村高齢者地域支援課長 

 軟骨伝導イヤホンの今後の見通しということでございますけれども、まず、地域センターにつきまし

ては、支え愛・ほっとステーションと併設というか、中に入っておりますので、兼用で使っていただく

ような形で考えてございます。ほかへの展開というところでございますけれども、この３５台、一応検

証を含めてというところで、アンケートを利用していただいた方にも実施しながらやっていきまして、

そちらの状況等を考慮しまして、今後の展開というものを考えていきたいと思っているところでござい

ます。 

 それから１台当たりの単価でございますけれども、一応見積りでは１台当たり３万４,１００円を予

定しているところでございます。 

○鈴木委員 

 ありがとうございます。本当に便利な、このようなものでコミュニケーションがスムーズに取れると

いうことであれば、アンケートもしていただくということですので、今後拡大というようなところでし

ていっていただけたらと思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○若林委員 

 では１点だけ。加齢性難聴のサポート用イヤホン、ありがとうございます。第２回定例会で会派から

要望させていただいて、城南信用金庫に続いて区でも独自に購入されるということで、大変に評価をし

ております。 

 ちょっと先ほど書き切れなかったので、支え愛・ほっとステーションの荏原第一とか何とかと、そこ

をもう少し、もう１回確認をさせていただいて、全部のステーションではなさそうなので、ここ、どの

ような考え方で、そのような配置にしたのかの、そこだけ確認させてください。 

○樫村高齢者地域支援課長 

 まず、支え愛・ほっとステーションの配備箇所６か所でございますが、改めて申し上げます。荏原第

一、荏原第四、大井第一、大崎第一、品川第一、八潮地域センター内にあります支え愛・ほっとステー

ションの６か所を予定しているところでございます。この考え方でございますが、先ほど申し上げたと

おり、今回効果検証も含めての配備ということでございますので、まずは高齢者の方が多く訪れる支え

愛・ほっとステーションということで、こちらの６か所に配備を予定しているところでございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○やなぎさわ委員 

 お願いします。まず介護支援専門員の件なのですけれども、こちら、区内介護事業所が所属する介護
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支援専門員というようになっておりますが、現在のところ、どこかの事業所に勤めていないようなケア

マネジャー、資格を持たれている方はどうなるかということをお聞きしたいということと、あと、次は

自動安否確認システムの件ですけれども、こちら、今後そのようなＡＩと一斉発信の機能を組み合わせ

るということなのですが、現状は、今どのような運用がされている、こういった運用があるのかどうか

ということと、されているならどのような仕組みになっているのかということをお聞かせいただきたい

ということがあります。あと、加齢性難聴のほうなのですけれども、こちら、現在区役所にも設置され

て、窓口にも、とは思うのですが、あとこの前のシルバー成年式などでもイベントに出展といいますか、

啓発等も行われたと思うのですけれども、現状この、何ですか、使ってみた方のご意見といいますか、

正直ちょっと、まだこういった骨伝導イヤホン、軟骨伝導イヤホンというものはあまり知名度がないよ

うな気もしているのですが、ですから初めて使うというか、窓口で使う方もいらっしゃるのかなと思う

ので、そういった方のご意見、もし集約できていれば教えてください。お願いします。 

○菅野高齢者福祉課長 

 ケアマネジャーの法定研修の対象についてです。今回のこの事業の目的が、ケアマネジャーの人材確

保、定着を促進することを目的としているため、補助対象を事業者というところで限定をさせていただ

いております。 

○東野福祉計画課長 

 現状の運用というところでございますが、例えばレベル３の高齢者避難の情報が出た場合につきまし

ては、防災無線や、無線の内容をＳＮＳ、ＬＩＮＥなどによって届けたり、防災ラジオに届けたりなど

という運用をしております。 

 また、福祉部といたしましては、土砂災害警戒区域にいる方で、避難が必要な避難行動要支援者の方

につきましては、直接連絡を取るなどしているところでございます。 

○樫村高齢者地域支援課長 

 軟骨伝導イヤホンのアンケート、お客様のお声というところでございますけれども、まず総合的な満

足度というところで、これまで１７名の方にアンケートをいただいているところでございますが、５段

階評価で５と４の方が１７名のうち１６名いただいております。１の方が１名といったような内訳でご

ざいます。 

 それから、具体的なご感想としましては、まず「よかった」というご意見でございますけれども、

「どの年代でも使用しやすいと感じた」というご意見や、「とても聞き取りやすくてびっくりして、今

後も窓口などで活用が進むことを期待している」というお声いただきました。その一方で、こちらは少

し重度の難聴の方だったということなのでございますが、こちらが常に補聴器のほうご自分で着用され

ている方が試しにこちら使ったのですけれども、「音がちょっと認識できなかった」というお声もいた

だいております。 

○やなぎさわ委員 

 それぞれありがとうございます。イヤホンの件、そして安否確認の件は承知しました。ありがとうご

ざいます。 

 あと、ごめんなさい、介護支援専門員の件なのですけれども、ちょっと要望のような形になってしま

いますが、やはりケアマネジャーの人材確保という、定着を狙っているというところで、そういった資

格は持っているけれども使っていないという方も当然、そのような方の掘り起こしというものも大事に

なってくると思います。ケアマネジャーの仕事を１回辞めた方の転職先の６０％が他業種という調査も
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あります。つまり、やはり一度ケアマネジャーやって事業所辞めました、次にどうしようか、また同じ

ケアマネジャーやろうか、でもちょっと仕事がきついから、割に合わないからほかのところへ行こうと

いった方が６割いるというように言われております。そういった方が、もしまた何かのきっかけで、あ

あ、ケアマネジャーもう１回やってみようかなという気になったときに、やはり受講、こういった研修

を受けなければいけないと。何十時間もある研修を受けなければいけない、プラスお金がかかるという

ようになってしまうと、やはりより復職のハードルが高まってしまうと思うのです。さらに言うと、や

はりこういった、先ほどいろいろなタイプの研修のパターンがあるということをご提示いただいたので

すけれども、これ全て年に３回なのです。たしか募集が。そのタイミングを逃してしまうと、要はマッ

チングといいますか、求人で応募したとしても、ちょっと受講の時間が遅くなってしまうというか、何

か月後が受講になるので、資格を取り直してから再就職となると、半年とか、もっとかかってしまう可

能性があって、そうなると、もしかしたら事業所のほうから、いや、今すぐ人手が欲しいから無理だね

という感じになってしまったりすることもありますので、このようなすばらしい補助制度ができるとい

うことをきっかけに、そういった掘り起こしというものも、所属していないケアマネジャーへの支援と

いうか、補助も考えていただきたいですし、できればそういった、年に３回しかないという制度という

ものも、ぜひ区のほうから、ケアマネジャーなので東京都の資格というか、認定のだと思うので、その

辺もぜひ働きかけていただきたいなと思います。もしちょっと受け止めがあれば何か、お願いします。 

○菅野高齢者福祉課長 

 勤めていない方も、ケアマネジャーの掘り起こしということで、先ほどほかの委員からもお話出まし

たけれども、やはりケアマネジャーのこの更新研修なども、受講の時間が長いとか、受講料が負担だと

か、ただ業務自体が、かなりやはりいろいろな相談を聞くというところが重いというようなお話もいろ

いろ伺っております。区としましても、少しでもケアマネジャーが、どうしても介護サービスを、ケア

プランつくる上では必要となる人材ですので、確保するためにということで、今回このような補正を組

ませていただきました。東京都のスキームと、今回は準拠をさせていただきまして、そこに４分の１を

上乗せする形で補助を始めさせていただきましたが、委員ご指摘のようなお話も今後注視させていただ

きながら、事業の在り方は検証していきたいと思います。 

○やなぎさわ委員 

 ありがとうございます。現場からは非常に、当然歓喜の声といいますか、感謝の声が上がっていると

いうところは、私も通じて感謝申し上げたいと思っておりますので、ぜひそういったことも前に進めて

いっていただけたらなと感じております。 

 あとこれで言えば、品川区は居住支援手当といいますか、によって、ケアマネジャー１万円、東京都

で１万円プラス品川区ということで、２万円プラスされるということで、もしかしたらこれをきっかけ

にケアマネジャーへの復職を考える方も、品川区で増えるかもしれないというチャンスではありますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 １点、加齢性難聴のサポート用イヤホンについて、ちょっと確認させてください。今回導入されるも

のは軟骨伝導イヤホンということなのですけれども、多分ほかにも今開発が進んでいる中、骨伝導イヤ

ホンなどもあったりすると思うのですが、耳にかけるだけで音が聞こえるというようなものがあって、
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品川区、この間シルバー成年式のときに私はアンケートも書かせていただいて、使用させていただいた

のですが、耳にはめるような形のものでコードがつながっているものを使用していたと思うのですけれ

ども、いろいろと機械が開発されている中で、今回この軟骨伝導タイプを使用するという結論に至った

経緯というところを聞かせていただければと思います。 

○樫村高齢者地域支援課長 

 この導入の経緯でございますけれども、まずはやはり窓口のほうで、お客さんとのコミュニケーショ

ンを取りづらいといった声が職員のほうから上がってきて、かつ大きな声でお話しするとプライバシー

の漏れ等につながってしまうというところから、何かそういった改善につながるものがないかというこ

とで検討したところでございます。そういった中で、この軟骨伝導補聴器の存在を、他区等で導入して

いるとか、城南信用金庫で導入しているという事例を聞きまして、検討を始めたといったところでござ

います。 

○ひがし委員 

 今の質問、ほかにも骨伝導イヤホンといって、軟骨でなくて、もう１個別のパターンなのですけれど

も、というようなものもある中で、多分値段もそれほど変わらないと思うのですが、この軟骨の、しか

もコードがつながっているもので、少し値段は上がるかもしれないのですけれども、コードなしで耳に

かけるだけなどのほうが、衛生面的にも使用しやすいのかななどということも少し思ったりしたのです

が、今回これを導入するに至った経緯、骨伝導などほかのタイプを選ばなかった理由というところが聞

けるといいなと思います。 

○樫村高齢者地域支援課長 

 軟骨伝導と骨伝導の違いというところで、こちらの軟骨伝導を取り入れた理由でございますけれども、

軟骨伝導のほうが比較的小さいというところと、あと貼り付けるだけでいい。貼り付けるというか、軟

骨のところに当てるだけで音が振動して聞こえやすいというところと、あと中にまで、耳の中にまでイ

ヤホンを入れる必要がないので、衛生的だというように、これ一般的に言われているところで、軟骨伝

導のほうを選択したといった経緯でございます。 

○ひがし委員 

 ありがとうございます。多分骨伝導のものも耳の中に入れないで、ここにかけるだけでいいというよ

うな感じなので、使用感的には一緒か、むしろいいところもあるのかなとは少し思います。ただ、使用

させていただいた結果としては、すごく声も大きく聞こえますし、比較したときに、骨伝導よりも軟骨

伝導のほうが声の調整などができていいよねというようなところが、選ぶところの理由としては挙げら

れるのかなというように推測されるので、ぜひ検証していただいて、いろいろと開発されていく中でど

のものがいいのか、費用対効果も考えながら進めていただければなと思います。要望で終わります。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○石田（秀）副委員長 

 すみません。１点だけ。質問するのやめようと思っていたのですけれども、ケアマネジャーのところ

なのですが、これ東京都がこのような形でやって、上乗せでいいのだけれども、せっかく品川区はケア

マネジャーはいい組織ができていますよね、ある程度。そうするとこれ、ケアマネジャーが不足してい

たとしても、やることの内容によっては、非常にこれならいいよという人も復活してくれるかもしれな

いではないですか。これは多分、今がちょうどその端境期で、認定をどうするかなど、いろいろなこと
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をケアマネジャーなどで取り組まれると思うのだけれども、ぜひそのようなことも考えて、区でこのよ

うにするからとか、ここは上乗せですが、区がこのようにして、そのような認定だ何だとやって、ケア

マネジャー全体をよくしていこうというような感じの部分で、ぜひ考えていただきたいなと。それだけ

お願いだけしておきます。 

○松永委員長 

 要望でいいですね。 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 採決に入ります前に、本件につきまして各会派の態度を確認いたします。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○石田（秀）副委員長 

 賛成です。 

○若林委員 

 賛成です。 

○ひがし委員 

 賛成です。 

○鈴木委員 

 賛成です。 

○筒井委員 

 賛成です。 

○やなぎさわ委員 

 賛成です。 

○松永委員長 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 

 以上で、本件および議案審査を終了いたします。 

                                              

３ その他 

○松永委員長 

 最後に、予定表３、その他を議題に供します。 

 まず、今定例会の一般質問に係る所管質問ですが、今定例会の一般質問中、厚生委員会に関わる項目

について所管質問をなさりたい委員がいらっしゃいましたら、その基礎となる一般質問の項目と、質問

内容をこの場でお願いいたします。 

 なお、本会議での質問の繰り返しにならないようにお願いいたします。 

 質問される委員がいらっしゃる場合は、明日この委員会で理事者からご答弁をいただき、申し出た委
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員以外の方にも議論に加わっていただくという形で進めていきたいと思っております。 

 それでは、所管質問がございましたらご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 いらっしゃらないようですので、以上で一般質問に係る所管質問についてを終了いたします。 

 ほかに、その他で何かございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 ないようですので、以上でその他を終了いたします。 

 以上で、本日の予定は全て終了いたしました。 

 明日も午前１０時から開会でございます。 

 これをもちまして、厚生委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

○午後２時２２分閉会 


